
大

阪

府

・
岡

山

県

行

政

と

住

民

運

動

ー
第
三
区
外
島
保
養
院
移
転
反
対
運
動
1

可F

β立
口

紀

子

は
じ
め
に

岡
山
県
邑
久
郡
裳
掛
村
大
字
虫
明
長
島
に
、
長
島
愛
生
園
と
邑
久

光
明
園

の
二
つ
の
国
立
療
養
所
が
あ
る
。
長
島
愛
生
園
は
国
立
療
養

所
と
し

て
昭
和
五

(
一
九
三
〇
)
年
に
開
設
さ
れ
、
邑
久
光
明
園
は

昭
和
十
三

(
一
九
三
八
)
年

に
府
県
連
合
立
第
三
区
外
島
保
養
院
の

後
身
と
し
て
開
所
さ
れ
た
。
第
三
区
外
島
保
養
院
と
は
、
も
と
も
と

大
阪
府

・
京
都
府

・
丘
ハ庫
県

・
奈
良
県

∴
二
重
県

・
和
歌
山
県

・
滋

賀
県

・
岐
阜
県

・
福
井
県

・
石
川
県

・
富
山
県

・
鳥
取
県
の
二
府
十

県

の
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
を
収
容
す
る
公
立
の
療
養
所
と
し
て
明
治
四

三

(
一
九
〇
九
)
年
に
開
所
さ
れ
た
が
、
昭
和
九

(
一
九
三
四
)
年

九
月
二

一
日
の
室
戸
台
風
に
よ
り
全
壊
し
、
昭
和
十

(
一
九
三
五
)

年
八
月
七
日
に
、
現
在
の
土
地
に
移
転
す
る
事
が
決
定
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
で
は
何
故
外
島
保
養
院
の
復
興
地
を
二
府
十
県
に
属
さ
な

い

岡
山
県
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
ン
セ
ン
病
に
関
す
る
研
究
が
増
え

つ
つ
あ
る
中
で
、
外
島
保
養

　
ユ

　

院
を
軸
と
し
た
研
究
は
意
外
と
少
な
い
。
外
島
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、

「
外
島
事
件
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
研
究
史
が
大
半
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
療
養
所
の
患
者

・
職
員
の
動
向
に
つ
い
て

明
確
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
外
島
を
知
る
に
あ
た

っ
て
参
考
と
な
る

部
分
は
多

い
。
し
か
し
、
府
県
連
合
立
で
あ
る
外
島
が
、
療
養
所
内

だ
け
で
運
営
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な

い
。
管
理
官
で
あ
る
大
阪
府
当

局
が
外
島
と
大
い
に
関
連
し
て
い
る
が
、

こ
れ
を
軸
に
記
述
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
。
よ

っ
て
、
外
島
保
養
院
外
部
に
視
点
を
お

き
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
移
転
に
関
し
て
も

「昭
和
十
三
年
、
長
島

に
邑
久
光
明
園
と
し
て
復
興
さ
れ
た
」
と

い
う
様
に
、
簡
潔
に
述
べ
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ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
「長
島

へ
移
転
11
光
田
健
輔
初
代
愛
生
園

長
」
と

い
う
説
が
、
妥
当
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
傾
向
か
ら
で

は
な
い
か
と
見
て
い
る
。

事
実
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
事
と
し
て
、
外
島
保
養
院
の
元
患
者
は

座
談
会
に

て

「此
処
に
持

つ
て
来
た
の
は
、
光
田
園
長
の
声
掛
り
で

あ

つ
た
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
昭
和
十
年
七
月
二
十
九
日
に
、

外
島
保
養
院
自
治
会
代
表
で
あ
り
、
且
つ
室
戸
台
風
罹
災
後
栗
生
楽

生
園
へ
委

託
し
、
自
治
会
草
津
本
部

の
代
表
で
も
あ

っ
た
阿
部
礼
二

宛
て
に
、
原
田
久
作
三
代
目
外
島
保
養
院
長
か
ら
届
い
た

「風
説
で

は
光
田
氏

の
提
案
で
長
島
に
物
色
中
と
の
説
あ
り
、
よ

っ
て
至
急
幹

部
の
意
見
を
知
ら
せ
よ
…
」
と

い
う
書
面
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ

の
書
面
は
、
極
秘
に
扱
う
様
に
と
さ
れ
た
事
で
、
そ
の
内
容

に
信
愚
性
を
も
た
ら
せ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
元
外
島
保
養
院
医
員
の
桜
井
方
策
は

『旧
外
島
保
養
院
誌
』

に
て
、
大
阪
朝
日
新
聞
社
の
社
会
事
業
団
主
事

で
あ

っ
た
浜
田
光
雄

の
序
文
を
記
載
し
て
い
る
。

(前

略
)
虫
明
の
人
々
は
モ
ウ
長
島
が
出
来
て
五
年
に
も
な
る

の
で
、
ま
た
別
の
が

]
つ
、
反
対

の
筈
も
有
る
ま
い
。
愛
生
園

の
人

々
ま
た
然
り
で
あ
ろ
う
と
、
早
速
国
沢

(大
阪
府
衛
生
)

課
長
は
愛
生
の
光
田
園
長
と
政
治
的
折
衝
を
す
る
な
ど
な
ど
、

　
　

　

す
こ
ぶ
る
い
い
調
子
で
あ
る
。

当
時
の
光
田
健
輔
の
権
力
を
、
阿
部
礼

二
は
座
談
会
に
於
い
て
、

次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

国
立
、
公
立
を
問
わ
ず
当
時
の
ラ
イ
療
養
所
の
主
要
職
員
の
更

迭
は
、

]
応
光
田
先
生
に
了
承
を
求
め
た
後
、
行
わ
れ
る
の
が

　
ら

　

当
然
の
如
く
な

つ
て
い
た
ら
し
い
ん
で
す
。

だ
が
、
光
田
の

一
存
に
よ
り
長
島
移
転
が
決
定
し
た
と
は
考
え
に

く
い
。
何
故
な
ら
、
元
々
外
島
は

「自
治
主
義
」
に
て
運
営
さ
れ
て

お
り
、
愛
生
園
の

「家
族
主
義
」
と
は
相
反
し
て
い
た
。
特
に
村
田

正
太
二
代
目
外
島
保
養
院
長
と
光
田
は
対
立
し
て
お
り
、
自
治
会
推

奨
の
村
田
に
対
し
て

「自
治
会
の
言
い
な
り

に
な

っ
て
い
る
」
と
批

判
し
て
い
た
。
ま
た
外
島
事
件
に
よ
り
、
村
田
は
辞
職
し
た
事
か
ら

も
含
め
、
光
田
は
長
島

へ
復
興
移
転
す
る
事

に
対
し
、
左
記
の
心
境

を
述
べ
て
い
る
。

外
島
の
患
者
は
殆
ど
自
暴
自
棄
で
虚
無
的
な
思
想
を
有
し
兇
暴

性
が
あ
り
、
先
年
も
大
紛
擾
を
醸
し
て
所
長
総
辞
職
問
題
ま
で

も
惹
起
し
た
の
に
比
し
、
長
島
の
患
者
は
総
て
を
運
命
と
あ
き

ら
め

て
神
仏
に
蹄
依
し

て
永
劫

の
生
命
を
求

め
、
平
和
な

精
神
生
活
を
営
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
へ
、
外
島
の
移
転
は
重
大
問

　
　

　

題
で
あ
る
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ま
た
、
光
田
は
、
大
正
六

(
一
九

一
七
)
年
に
国
立

の
敷
地
を
探

す
内
命
を
受
け
た
。
こ
の
結
果
を
報
告
し
た
際
、
内
務
省
か
ら
二
度

　
　

ソ

に
わ
た
り

一
蹴
さ
れ
た
説
が
あ
る
。
こ
の
内
務
省
と
光
田
の
や
り
と

り
か
ら
、
療
養
所
内
に
関
す
る
権
力
は
あ

っ
て
も
、
国
に
対
し
て
の

影
響
力
は
、
さ
ほ
ど
強
く
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ

っ
て
、

光
田
の

一
存
だ
け
で
決
定
す
る
事
は
不
可
能
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
事
を
含
め
、
本
稿
は
、
第

一
章
に
室
戸
台
風
の
罹
災
状
況
と

大
阪
府
当
局
の
対
応
を
述
べ
、
第
二
章
に
長
島
移
転
に
至
る
ま
で
の

経
緯
を
叙
述
し
な
が
ら
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
特
に
、
第
二
章

は
明
確
に
す
る
た
め
、
愛
生
園
神
谷
書
庫
所
蔵
の

「新
聞
記
事

第

三
巻
」
を
重
点
的
に
用

い
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

著
者
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は

「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
記
述
し
て
い
る
が
、

当
時

の
新

聞
記
事
や
文
献
を
用

い
る
場
合
、
そ
の
ま
ま

「癩

(ラ
イ
)」

と
文
面
に
載
せ
る
事
を
御
了
承
し
て
頂
き
た
い
。

第

一
章

室
戸
台
風
と
府
県
連
立
外
島
保
養
院

第

一
節

室
戸
台
風

昭
和
九
年
九
月
二
十

一
日
、
大
阪
と
神
戸
の
中
間
に
七
時
よ
り
十

一
時
ま
で
の
四
時
間
停
滞
し
た
。
大
阪
測
候
所
に
よ
る
と
、
最
高
風

速
六
十

m
以
上
、
降
水
量
は
十
九

と
少
量

で
あ

っ
た
が
、
高
潮
は

八
時
十
四
分
の
七
尺
三
寸
四
分
が
最
高
水
位

は
平
均

一
分
間
で
三
寸

　
　

　

三
分
の
割
合
で
増
水
で
あ

っ
た
。

こ
の
台
風
の
被
害
と
し
て
、
大
阪
府
に
於
け
る
罹
災
死
傷
者
は
、

死
者
千
八
百
十
二
人
、
怪
我
人
九
千
八
人
、
行
方
不
明
者
七
十
六
人

の
計

一
万
八
百
九
十
六
人
、
罹
災
家
屋
は
、
全
壊
六
千
五
百
十

一
戸
、

半
壊

一
万
六
千
七
百
九
十
三
戸
、
流
失
七
百
戸
、
床
上
浸
水
十
四
万

二
千
九
百
十
戸
、
床
下
浸
水
四
万
八
百
三
十
戸
、
計
二
十
万
七
千
七

　
　

　

百
四
十
四
戸
で
あ

っ
た
。

特
に
、
港
区

・
大
正
区

・
此
花
区

・
西
区

・
旭
区
と
い
っ
た
海
岸

沿

い
の
区
域
は
、
高
潮
の
被
害
が
甚
大
で
あ

っ
た
。
そ
の
中
で
西
淀

川
区
は
、
死
者
二
百
二
十
九
人
と
大
阪
府
内

で
三
番
目
で
あ
り
、
床

下
浸
水
九
千
二
百
十
四
戸
と

一
番
多
か

っ
た
。
そ
し
て
、
浸
水
が
最

も
深

い
場
所
は
、
外
島
付
近
の
九
尺
九
寸
で
あ

っ
た
。

で
は
、
こ
の
浸
水
に
よ
り
、
第
三
区
外
島

保
養
院
は
ど
の
様
な
状

況
に
あ

っ
た
の
か
。
『大
阪
府
風
水
害
誌
』
か
ら
次
に
そ
の
ま
ま
抜

粋
す
る
。

西
南
海
岸
の
堤
防
決
潰
せ
る
為
、
構
内

は
全
部
浸
水

の
厄
に
遭

ひ
、
昭
和
八
年
十
二
月
竣
工
せ
る
第

一
期
拡
張
建
築
物
は
、
予
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診
室

]
棟
及
不
自
由
病
舎
四
棟
を
残
し
そ
の
他
は
全
部
流
出
し
、

当
時
著
々
工
事

中
に
て
竣
工
を
目
前
に
控

へ
居
り
た
る
第
二

期
拡
張
建
築
工
事
は
、
校
舎

一
棟
流
失
せ
る
の
み
に
し
て
他
は

　
ロ

へ

残
存

せ
り
と
錐
も
、
基
だ
し
き
浸
水
の
為
被
害
砂
か
ら
ず
。

ま
た
、
院
内
に
於
け
る
生
存
者
は
四
百
二
十
四
名
で
あ
る
が
、
死

者
百

一
名
、
行
方
不
明
者
八
十
六
名
と
院
内
者
数
の
約
三
割
、
西
淀

川
区
内

で
は
約
八
割
の
罹
災
者
と
な

っ
た
。

こ
の
様
に
被
害
甚
大
と
な

っ
た
理
由
と
し
て
、
『風
と
海
の
な
か

1
邑
久

光
明
園
入
園
者
八
十
年
の
歩
み
ー
』
に
て
二
つ
の
理
由
を
取

り
上
げ

て
い
る
。

一
つ
は

「台
風
の
不
意
打
ち
的
な
強
力
化
と
速
度

こ
そ
、
職
員
と
患
者
の
責
任
者
の
対
応
を
く
る
わ
せ
た
」
事
で
あ
り
、

も
う

一
つ
は

「唯

一
の
避
難
場
所
と
し
て
神
崎
川
の
堤
防

へ
上
ろ
う

と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
い
た
職
員
は
、
な
お
門
を
開
け
る
こ
と
を
躊

　
ね

　

躇
し
た
」

こ
と
で
あ

っ
た
。

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
立
地
条
件
と
昭
和
八
年
八
月
に
起

っ
た

「外
島
事
件
」
後
の
大
阪
府
の
対
策
も
考
え
ら
れ
る
。
外
島
保

養
院
は

、
大
阪
湾
に
面
し
て
お
り
、
神
崎
川
の
河
[
、
し
か
も
同
川

が
幾

つ
分
か
れ
て
造
ら
れ
た
中
州
の
上
に
建
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

海
や
川

の
岸
に
は
六
尺
か
ら

一
丈
ほ
ど
の
堤
防
が
築
か
れ
て
お
り
、

特
に
大
阪
湾
に
面
し
た
所
は
、
布
屋
大
手
海
岸
と
言
わ
れ
、
頑
丈
な

石
垣
を
造
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
内
面
は
極
め
て
低
く
、
「平
均
水

位
よ
り
二
尺
程
は
低
下
し
て
あ
り
、
干
潮
時

に
於
て
漸
く
水
面
と
地

　
ほ

　

面
と
が
ス
レ
ス
レ
の
高
さ
に
な

っ
て
く
る
」
状
態
で
あ
り
、
災
害
時

に
は

「堤
防
決
潰
ノ
タ
メ
拡
張
敷
地

ハ
干
潮
時

二
於
テ
モ
約

一
尺
在

　
け

し

来
病
舎
敷
地

ハ
約
四
尺
ノ
浸
水
ヲ
見
ル
」
と

い
う
点
か
ら
、
ど
れ
ほ

ど
低
地
で
あ

っ
た
の
か
が
分
か
る
。

ま
た
国
澤
は

「外
島
保
養
院
は
其
の
位
置
が
西
南
を
受
け
海
に
面

し
て
居
り
、
風
に
封
し
て
は
全
く
無
防
禦

の
状
態
に
在
る
」
と
い
う

状
況
か
ら
、
多
少
の
被
害
は
出
る
と
考
え

て
い
た
の
だ
が
、
被
害
状

況
を
聞
き

「
「失
敗

つ
た
」
と
は
こ
の
時
實

に
我
等
は
思
は
ず
口
を

　
お

　

突

い

て
出

た

言

葉

で
あ

っ
た

」

事

も

述

べ

て

い
る

。

だ

が

、

そ

れ

以

　
ぼ

　

外
に
も

「外
島
事
件
」
に
て
二
十
名
の
脱
走
者
が
あ

っ
た
と
受
け
止

め
て
い
た
大
阪
府
当
局
は
、
こ
の
事
を
不
祥
事
と
捉
え
て
お
り
、
国

澤
は
拡
張
工
事
を
進
め
る
に
あ
た
り
次
の
方
針
を
述
べ
て
い
た
。

周
囲
ノ
堤
防
ヲ
相
当
高
ク
シ
、
又
夫
レ

ニ
樹
木
ヲ
植
工
、

]
面

二
於
テ
逃
亡
ノ
出
来
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
ス
ル
ト
同
時
二
、
外
部
カ
ラ

其
手
引
ヲ
ス
ル
コ
ト
モ
出
来
ナ
イ
ヤ
ウ
ナ
設
備
ヲ
シ
ヨ
ウ
、
又

堤
防
ノ
外

ニ
ハ
濠
ガ
ア
ル
ガ
、
内
方

二
濠
ガ
無
イ
時

ニ
ハ
容
易

ク
塀
ヲ
越
エ
テ
、
其
上
外
濠

ヲ
越
エ
テ
出
ル
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
モ
無

イ
コ
ト
ヲ
保
シ
難
イ
カ
ラ
、内
部

ニ
モ
濠
ヲ
掘
ツ
テ
貰
ヒ
タ
イ
、
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斯
ウ
云
フ
希
望
モ
出
テ
居
リ
マ
ス
。
是
モ
尤
ナ
コ
ト
ト
思
ヒ
マ

シ
テ
、
其
御
註
文
ノ
希
望

ハ
今
後
ノ
設
備
二
於
テ
十
分
考
慮
シ

マ
シ
テ
、
濠
モ
掘
リ
、
其
他
逃
走
ノ
容
易

二
出
来
ナ
イ
ヤ
ウ
ナ

　
り

へ

設
備

ヲ
ス
ル
コ
ト
ニ
設
計
ヲ
進
メ
ツ
ツ
ア
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

こ
の
事

は

『風
水
害
記
念
誌
』
所
収
の

「第
三
区
外
島
保
養
院
風

水
害
調
査
図
」
か
ら
見
る
と
、
保
養
院

一
帯
を
塀

で
囲

っ
て
お
り
、

出
入
[
は
神
崎
川
上
流
の

一
箇
所
の
み
だ
と
分
か
る
。
し
か
も
、
保

養
院
東
側

の
布
屋
町
で
も
、
「
三
十
戸
数

の
う
ち
流
失
を
免
れ
た

の

　
　

　

は
た

っ
た

一
軒
の
み
」
と
い
っ
た
状
況
か
ら
見
る
と
、
神
崎
川
側
か

ら
脱
出
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
ま
た
堤
防
と
称
し
て
い
た
も
の
は
、

人
間
が
簡
単
に
登
れ
る
高
さ
で
は
な
い
板
塀
で
あ
り
、
且

つ
内
濠
が

あ

っ
た
為
、
板
塀
を
簡
単
に
突
き
破
る
事
は
不
可
能
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
事
か
ら
、
国
澤
達
の

「失
敗
つ
た
」
と
い
う
言
葉

は
、
逃
走
防
止
に
作

っ
た
事
に
よ
り
、
被
害
者
を
増
や
す
結
果
と
な

っ
た
為
に
出
た
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
室
戸
台
風
に
よ
る

保
養
院
の
被
害
は
、
最
終
的
な
警
戒
策
も
尽
き
た
大
阪
府
が
、
外
島

の
管
理
に
自
信
を
無
く
し
、
且

つ
嫌
悪
を
ま
す
ま
す
露
わ
に
さ
せ
た

の
で
あ

っ
た
。

第
二
節

行
政
に
於
け
る
移
転
問
題

昭
和
九
年
十
月
三
日
に
、
復
興
に
関
す
る
民
間
側
の
要
望
を
聞
く

為
に
、
縣
忍

(あ
が
た
し
の
ぶ
)
府
知
事
の
下
、
大
阪
府
会
全
員
で

組
織
さ
れ
た
大
阪
府
風
水
害
対
策
委
員
会
が
開
会
さ
れ
た
。
そ
の
際
、

長
谷
了
恵
、
岩
崎
良
三
、
熊
本
與
市
、
吉
村
周
次
郎
、
溝
淵
春
次
各

委
員
か
ら
希
望
開
陳
さ
れ
た
中
の

一
つ
に

「外
島
保
養
院
の
適
当
な

る
他
府
県
移
管
は
府
民
多
年
の
希
望
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
大
英
断

　
む

　

を
も

つ
て
そ
の
実
現
を
計
ら
れ
た
い
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

ま
た
十
月
四
日
に
、
西
淀
川
区
大
和
田
町
と
保
養
院
附
近
住
民
者

か
ら
移
転
の
声
を
あ
げ
た
事
も
あ
り
、
市
村
平
次
郎
、
近
森
麟

一
両

府
議
会
議
員
は
住
民
代
表
と
し
て
、
縣
知
事

の
元
を
訪
れ
て
移
転
陳

ゐ
　

情
書
を
提
出
し
て
い
る
。

そ
し
て
十
月
五
日
、
大
阪
府
庁
に
於

い
て
、
二
府
十
県
知
事
が
集

合
し
、
外
島
保
養
院
善
後
策
協
議
を
開
催
し
た
。
こ
の
時
、
「患
者

の

]
時
収
容
を
三
十
六
万
円
で
仮
建
築
」
を
行
う
事
を
協
議
し
、
こ

の
仮
建
築
候
補
地
と
し
て
群
馬
県
草
津
と
岡
山
県
長
島
が
あ
が
る

ハ
ぬ

　

が
、
決
議
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
ま
た
、
移
転
問
題
も
提
議
さ
れ
た

が
、
慎
重
協
議
す
る
事
と
、
「本
建
築
の
費

用
を
合
し
て
二
百
十

一

萬
圓
は
国
庫

の
支
出
に
侯

つ
べ
く
関
係
各
府
縣
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
内
務

　　

省

に
要

請

す

る

こ

と
」

に

関

し

て
は
決

議

し
、

散

会

し

て

い
る
。
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そ
の
協

議
会
前
日
頃
、
三
重
県
に
於

い
て
、
「移
転
候
補
地
と
し

　
お

　

　
　

ゴ

て
志
摩
郡

和
具
島
が
第

一
に
算

へ
ら
れ
た
」
と

い
う
噂
が
挙
が
り
、

こ
れ
を
聞

い
た
早
川
三
重
県
知
事

・
江
邊

(え
べ
)
警
察
部
長

・
山

本
衛
生
課
長
は
、
四
日
深
夜
に
協
議
を
行
い
、
不
適
当
な
る
事
だ
と

強
調
す
る
方
針
に
決
定
し
た
。
そ
し
て
五
日
、
山
本
が
県
知
事
代
理

と
し
て
大
阪
に
赴

い
て
お
り
、
敷
地
問
題
が
出
た
事
か
ら
、
次

の
様

な
断
固
反
対
の
意
見
を
訴
え
て
い
る
。

本
県
と
し
て
は
実
に
容
易
な
ら
ぬ
問
題
で
、
畏
く
も
伊
勢
神
宮

の
御
鎮
座
近
く
で
あ
り
、
且
つ
近
海
は
遠
洋
漁
業
の
根
拠
地
で

あ
る
上
に
自
然

の
風
景
に
恵
ま
れ
、
又
御
木
本
真
珠
養
殖
場
を

控
え

て
、
年
々
多
数
の
観
光
客
が
入
り
込
む
こ
と
だ
か
ら
、
県

　
お

と
し

て
は
絶
対
反
対
で
あ
る

ま
た
、
意
見
を
述
べ
終
え
た
山
本
が

「候
補
地
と
報
ぜ
ら
れ
た
出

所
を
明
ら
か
に
せ
よ
」
と
迫

っ
た
と
こ
ろ
、
大
阪
府
当
局
は

「候
補　

　

地
に
あ
げ
た
こ
と
は
な
い
」
と
言
明
し
た
と
述
べ
ら
れ
た
文
が
あ
る
。

ま
た
、
県
当
局
以
外
に
、
和
具
村
出
身
志
摩
郡
選
出
県
会
議
員
政

友
会
三
重
支
部
幹
事
長
の
石
原
圓
吉
が
反
対
意
思
表
示
を
行
い
、
和

具
村
の
城
山
村
長
、
石
原

・
濱
[
県
会
議
員
の
連
名
の
反
対
ビ
ラ
を

作
成
、
六
日
に
緊
急
村
会
を
開
催
し
反
対
具
体
案
を
協
議
す
る
、
と

い
っ
た
展
開
も
あ

っ
た
。

こ
の
様
に
、
三
重
県
に
と

っ
て
は
深
刻
な
問
題
と
受
け
止
め
て
い

た
。
災
害
後
、
「外
島
保
養
院
は
再
建
さ
れ
な
い
」
「外
島
は
愛
生
か

楽
泉
園
に
合
併
さ
れ
る
」
「患
者
が
各
療
養

所
に
分
割
さ
れ
る
と
全

　り

職
員
は
解
雇
さ
れ
る
」
と
デ
マ
が
乱
れ
飛
ん

で
い
た
そ
う

で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
、
三
重
県
内
部
に
も
移
転
と

い
う
デ
マ
が
流
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
の
移
転
候
補
地
と
考
え
ら
れ
た
座
賀
島
は
、
「崇
高
な
学
術
研

究
の
目
的
の
為
」
と
考
え
た
和
具
村
当
局
が
、
大
正
十

一

(
一
九
二

二
)
年
に
大
阪
府

へ
、
大
阪
府
立
医
大
臨
海
実
験
場
を
創
設
す
る
事

　
が

も

を
条
件
に
無
償
寄
与
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
阪
府
立
医
科
大
学
は

昭
和
六

(
.
九
三

こ

年
に
帝
国
大
学
と
な

っ
た
が
、
大
阪
府

へ
の

無
償
寄
与
は
継
続
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
療
養
所
移
転
話
の
件

か
ら
、
当
初

の
条
件
に
反
す
る
と
し
て
、
和
具
村
か
ら
大
阪
府
当
局

に
無
条
件
返
還
の
要
請
す
る
運
動
を
起
こ
そ
う
と
し
た
が
、
現
在
も

へ
　

　

座
賀
島
に
は
大
阪
大
学
臨
海
学
舎
が
存
在
し
て
い
る
事
か
ら
、
大
阪

府

へ
の
無
条
件
返
還
の
話
は
頓
挫
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

一

切
座
賀
島
に
関
す
る
記
事
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
大
阪
府
当
局
は
、
ど
の
様
に
す
べ
き
と
考
慮
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
風
水
害
後
、
大
阪
府
主
管
課
長
で
あ

っ
た
国
澤
健
雄

は
復
旧
に
関
し
て
、
次

の
様
に
考
慮
し
て

い
た
事
を
回
顧
し
て
い
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る

。

萬
難
を
排
し
て
外
島
の
地
に
再
建
す
る
の
が
至
當
で
あ
る
と
す

る
も

の
と
、
一
度
あ

つ
た
こ
と
は
二
度
あ
る
か
も
し
れ
な

い
し
、

よ
し
此
地
に
再
建
す
る
と
し
て
も
将
来
に
備
ふ
る
た
め
に
は
敷

地
の
周
囲
に
相
当
幅
員
及
高
さ
を
有
す
る
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
の
障
壁
を
築
造
す
る
の
外
病
舎
其
他
の
建
物
は
全
部
従
来

の

木
造
を
排
し
、
亦
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
為
す
の
必
要
も
あ

ら
む
傍
々
巨
額
の
費
用
を
要
す

へ
く
し
て
到
底
聯
合
府
県
財
政

へゆ

の
堪

ふ
る
所
で
な

い
こ
と
は
明
瞭

そ
の

一
方

の
大
阪
府
会

・
大
阪
市
議
会
は
、
「移
転
す

べ
き
だ
」

と
緊
迫
状
態
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
昭
和
九
年
十
月
九
日
に
、
臨
時
大

阪
府
会
に
於
い
て
、
現
地
復
旧
に
関
し
て

「人
道
上

・
精
神
上
ヨ
リ

見
ル
モ
、
又
精
神
上
ヨ
リ
考
フ
ル
モ
憂
惧
ヲ
将
来

二
胎
ス
モ
ノ
ニ
シ

テ
断
固
阻
止
ス
ベ
キ
モ
ノ
」
を
理
由
と
し
、
次
の
建
議
案
を
提
出
す

る
事
を
決
議
し
て
い
る
。

建
議
案

大
阪
府
所
在
第
三
区
外
島
保
養
院
移
転
復
旧

二
関
ス
ル
意
見
書

(中
略
)
由
来
薄
幸
不
遇
ナ
ル
斯
種
患
者
ノ
療
養
所
如
キ
ハ
対

癩
国
策
上
外
界
ト
隔
絶
セ
ル
健
康
地

ニ
シ
テ
然
モ
集
団
自
適
ノ

楽
園

ヲ
現
出
シ
得
可
キ
安
住
地
タ
ラ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
此
ノ
見
地

ヨ
リ
シ
テ
外
島

ハ
勿
論
本
府
内
二
該
敷
地
ト
シ
テ
適
当
ノ
地
ナ

シ
ト
認
ム
ル
ニ
依
リ
之
ガ
復
旧
二
際
シ

テ
ハ
他
ノ
最
好
適
地
ヲ

求
メ
速

二
移
転
建
設
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
。
尚
ホ
之
ガ
建
設
復

旧

二
際
シ
テ
ハ
其
ノ
全
額
ヲ
国
庫

二
於

テ
負
担
セ
ラ
レ
ン
コ
ト

ヲ
望
ム

　れ

　

右
府
県
制
第
四
四
条

二
依
リ
意
見
呈
出
候
也

ま
た
、
こ
の
建
議
案
を
提
出
さ
れ
た
内
務
省
は
、
外
島
保
養
院
の

災
害
復
旧
費
と
し
て
約
百
三
十
万
円
を
大
蔵
省
に
要
求
し
た
が
、
大

蔵
省
査
定
の
結
果
、
四
年
継
続
事
業
と
し
て
九
十

一
万
二
千
円
し
か

　
　

承
認
し
な
か

っ
た
事
か
ら
、
そ
の
ま
ま
外
島

に
て
復
興
す
る
事
を
望

ん
で
い
た
傾
向
が
強
か

っ
た
。
だ
が
、
大
阪
府
会

・
市
会
議
員
か
ら

猛
烈
な
反
対
運
動
が
展
開
し
て
い
る
為
、
内
務
省
と
し
て
は
痛
切
な

問
題
と
受
け
止
め
て
い
た
が
、
次
の
候
補
地
を
見
出
せ
ず
に
月
日
の

み
が
経
過
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

日
生
町
に
於
け
る
住
民
反
対
運
動

第

一
節

大
阪
府
議
会
議
員
と
日
生
町

前
章
に
て
記
述
し
た
国
澤
の
回
顧
に
て
、

い
た
。

次
の
様
に
続
け
ら
れ
て
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現
地
以
外
に
敷
地
を
求
め
る
決
意
し
、
第

一
に
大
阪
府
下
、
第

二
に
連
合
府
県
内
、
第
三
に
そ
れ
以
外
の
地
を
極
秘
裡
に
調
査
、

困
難
な
調
査
で
長
日
時
を
要
し
た
が
結
局
長
島
及
び
鴻
島
が
好

適
地
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至

っ
た
の
で
ま
ず
鴻
島
に
交
渉
を

ほ
ほ

　

開
始
し
た
。

ま
た
、
昭
和
十

(
一
九
三
五
)
年
三
月
二
十
七
[
の

「大
阪
朝
日

新
聞

岡
山
版
」
か
ら

「外
島
癩
療
養
所
-
岡
山
鴻
島

に
移
韓
か
」

と
い
う
見
出
し
が
掲
載
さ
れ
、
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
日
生
町
出
身

大
阪
府
議
会
議
員

・
魚
森
市
太
郎
が
、
橋
本
眞
璽
日
生
町
長
と
西
崎

磯
太
郎
前
町
長
等
と
の
問
に
斡
旋
の
労
を
と
り
、
三
月
二
十
四
日
に

日
生
町
会
と
日
生
漁
業
組
合
と
の
連
合
協
議
を
開
催
し
、
条
件
次
第

で
鴻
島
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
受

け
て
、
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
は
安
井
英

二
大
阪
府
知
事
と
岡
田
内
務

省
衛
生
局
長
談
を
、
左
記
の
と
お
り
掲
載
し
て
い
る
。

安
井
大
阪
府
知
事
談

H
外
島
保
養
院

の
移
韓
に
つ
い
て
は
衛
生

課
と
保
養
院
関
係
者
ら
が
候
補
地
を
物
色
中
で
岡
山
県
和
気
郡

口
生
町
の
こ
と
は
初
耳
だ
。
府
と
し
て
正
式
に
交
渉
し
た
こ
と

は
な
く
府
会
議
員
が
非
公
式
に
交
渉
し
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う

か
、
し
か
し
先
方
が
移
韓
を
認
め
て
く
れ
る
と
い
ふ
の
は
好
都

合
な
次
第
で
調
査
上
實
現
に
努
め
よ
う

岡
田
内
務
省
衛
生
局
長
談

"
外
島
保
養
所
は
過
般
の
風
水
害
に

よ
り
こ
れ
を
機
會
と
し
て
主
管
大
阪
府
知
事
に
お

い
て
適
當
な

候
補
地
を
物
色
中
の
と
こ
ろ
管
内
に
は
適
當
の
と
こ
ろ
な
く
結

局
岡
山
縣
の
鴻
島
を
候
補
地
と
目
し
て
交
渉
を
重
ね
て
ゐ
た
も

の
で
あ
る
が
、
幸
ひ
地
元
で
こ
れ
を
引
受
け
て
く
れ
る
こ
と
と

な
り
、
そ
こ
に
決
定
を
見
る
わ
け
で
確
か
同
島
は
ほ
と
ん
ど
無

人
島
の
は
ず
で
こ
れ
で
多
年
の
懸
案
を
解
決
し
得
る
わ
け
で
内

務
省
と
し
て
は
大
阪
府
知
事
の
決
定
通
り
何
ら
異
議
あ
る
も
の

で
は
な
い

こ
れ
で
見
る
と
、
国
澤
と
安
井
と
は
、
互

い
に
異
な
る
内
容
で
は

あ
る
が
、
内
務
省
談
で
は
す
で
に
鴻
島
を
候
補
地
と
し
て
考
え
、
魚

森
を
交
渉
人
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
窺
う
事
が
出
来
る
。
だ
が
、

果
た
し
て
魚
森
が
内
務
省
か
ら
内
々
で
依
頼
さ
れ
る
程
、
議
員
と
し

て
実
力
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
魚
森
の
大
阪
府
内
に
於
け
る
経
歴

を
見
る
と
、
大
阪
府
警
勤
務
か
ら
、
昭
和
二

(
一
九
二
七
)
年
九
月

二
五
日
の
定
期
改
選
に
此
花
区
か
ら
出
馬
し
当
選
す
る
。
以
後
、
昭

和
二
二

(
一
九
四
七
)
年
四
月
二
九
日
満
期

退
任
す
る
ま
で
、
改
選

毎
に
当
選
し
て
お
り
、
そ
の
間
、
名
誉
職
府
参
事
会
員
に
四
回

(昭

和
六
年
～
昭
和
七
年
、
昭
和
十
年
～
昭
和
十

]
年
、
昭
和
十
八
年
～

昭
和
十
九
年
、
昭
和
二
十

]
年
～
昭
和
二
十

二
年
)
、
府
會
議
員
と
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し
て
政
府
に
貢
献
し
た
功
績
と
し
て
昭
和

一
四

(
一
九
三
九
)
年
に

「府
政
功

労
者
」
と
し
て
表
彰
、
ま
た
昭
和

一
八

(
一
九
四
三
)
年

に

「自
治
功
労
者
」
と
し
て
全
国
道
府
県
会
議
長
会

に
於
い
て
表
彰

　
あ

　

さ
れ
て

い
る
。
よ

っ
て
昭
和
十
年
ま
で
の
経
歴
か
ら
見
る
と
、
内
務

省
が
魚
森
に
目
を

つ
け
た
の
で
は
な
く
、
自
ら
候
補
地
を
推
薦
し
交

渉
に
買

っ
て
出
た
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
。

何
故
魚
森
は
移
転
に
関
し
て
意
欲
的
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日

生
町
機
関
紙

「暁
」
内
の
投
稿
文
か
ら

「大
阪
府
の
為
を
思
ひ
、
来

る
べ
き

秋
の
府
会
議
員
改
選
の
時
の
自
分
の
立
場
を
考

へ
、
外
島
療

養
所

の
移
転
に
よ

つ
て
地
償
が
上
つ
て
利
益
す
る
処
の
附
近

の
土
地

の
所
有
者

の
為
を
思
ふ
て
持

つ
て
来
た
も
の
」
と
い
う
指
摘
が
述
べ

お

　

ら
れ
て

い
る
。
ま
た
同
紙
に
て

「外
島
は
大
阪
市
内
に
あ

つ
て
島
と

は
云
ふ
け
れ
ど
、
事
実
は
地
続
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
あ
る
と
、
そ
の

附
近
の
地
価
が
揚
が
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
で
こ
れ
を
何
処
か

へ
移
転

さ
せ
た

い
と
云
ふ
の
で
あ
る
」
と
魚
森
が
述
べ
た
事
も
記
載
さ
れ
て

　ヤ

い
る
。

ま
た
、
橋
本
町
長
は
、
魚
森
が
移
転
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
背
景

を
、
次

の
様
に
述
べ
て
い
る
。

本
町
と
し
て
は
、
数
年
来
更
正
の
途
に
つ
き
、
阪
神
方
面
の
事

業

家
に
し
ば
し
ば
交
渉
し
て
、
工
場
誘
致
策
を
講
じ
つ
つ
あ
つ

た
が
、
そ
の
都
度
町
出
身
に
し
て
多
年
大
阪
府
警
察
部
に
奉
職

し
、
現
在
大
阪
府
議
会
議
員
を
勤
め
て
い
る
魚
森
市
太
郎
氏
を

煩
は
し
、
郷
±
の
発
展
策
に
つ
き

い
ろ
い
ろ
斡
旋
し
て
下
さ

っ

へ　

て
ゐ
る
関
係
か
ら

日
生
町
の
発
展
や
、
今
後
の
選
挙
活
動

の
為
と
受
け
止
め
ら
れ
て

も
致
仕
方
な
い
状
況
で
は
あ
る
が
、
も

っ
と
別
の
事
由
も
含
ま
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
室
戸
台
風
後
、
腸
チ
ブ
ス

・

赤
痢
等
が
発
生
し
て
い
た
。
大
阪
市
内
に
於

い
て
、
此
花
区

・
港

区

.
住
吉
区

・
大
正
区

・
西
淀
川
区

・
住
之
江
区
と
言

っ
た
西
大
阪

罹
災
地
に
発
生
し
て
お
り
、
大
阪
府
当
局
は
、
こ
の
伝
染
病
の
防
疫

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
移
転
話
に
関
し
、
『風
と
海

の
な
か
ー
邑
久
光
明
園
入
園
者

八
十
年
の
歩
み
ー
』
で
は

「日
生
町
当
局

は
強
硬
に
反
対
、
百
万
円

で
も
売
却
し
な

い
と
公
言
し
、絶
対
反
対
の
姿
勢
を
崩
さ
な
か

っ
た
」

と
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
当
初
は
飽
く
迄

具
体
的
条
件
の
交
渉
次
第

　

　

と
し
た
。
そ
の
町
当
局
の
条
件
と
は
、

こ
の
話
が
実
現
さ
れ
る
や
う
に
な
ら
、
鴻
島

へ
の
物
資
の
納
入

権
は
日
生
町
が
独
占
し
、
町
の
指
定
す
る
特
殊
の
団
体
か
ら
無

　
　

　

競
争

の
公
定
相
場
で
納
入
さ
せ
る
や
う

に
で
あ

っ
た
。

ま
た
、
外
島
保
養
院
移
転
問
題
に
最
も
関
係
深
い
と
考
え
ら
れ
て
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い
た
日
生
町
漁
業
組
合
か
ら
は
、
「
町
と
し
て
將
来
の
計
書
]樹
立
の

　
け

た
め
決
定

し
た
方
針
に
何
事
も
忍
ん
で
諒
解
す
る
」
と
し
て
い
た
。

よ
っ
て
、
交
渉
の
進
行
に
伴

っ
て
、
鴻
島
住
民
二
十
戸
百
余
名
は

曽
島
あ

た
り
に
移
住
す
る
か
、
本
土

へ
帰
還
す
る
か
、
と
い
っ
た
ど

ち
ら
に
し
て
も
立
退
き
す
べ
き
事
と
な
り
、
町
当
局
と
し
て
も
、
島

の
価
格

と
島
民
の
移
住
補
償
に
つ
い
て
、
重
要
な
箇
条
と
し
て
取
り

組
む
姿
勢
と
な

っ
て
い
た
。

よ
っ
て
日
生
町
当
局
の
態
度
か
ら
、
大
阪
府

・
内
務
省
は
円
満
解

決
す
る
も

の
だ
と
思
い
、
す
ぐ
に
実
行
出
来
る
と
期
待
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

第

一一節

移
転
反
対
運
動

鴻
島

と
は
、
本
土
か
ら
約
四
キ
ロ
離
れ
、
周
囲
十
ニ
キ
ロ
、
面
積

.
・
九

平
方
キ
ロ
の
小
島
で
、
元
々
は
雑
木
雑
草
の
生
茂

っ
た
無
人

島
で
あ

っ
た
が
、
昭
和
二

(
一
九
二
七
)
年
に
漁
村
改
善
の

一
施
策

と
し
て
、
日
生
町
当
局
が
開
墾
を
奨
励
し
、
且
つ
着
手
し
た
島
で
あ

る
。
こ

の
島
に
移
住
し
て
開
墾
に
従
事
す
る
住
民
に
は
、

一
家
に
開

墾
予
定

の
土
地
五
反
歩
を
十
年
間
無
償
貸
与
し
、
そ
の
後
所
有
権
と

し
て
与
え
る
外
、
町
費
で
建
築
し
た
住
宅
を
十
年
間
無
償
貸
与
す
る

な
ど
の
待
遇
か
ら
、
当
初
は
、
日
生
本
十
、
頭
島
、
大
多
府
島
方
面

か
ら
十
八
戸

・
七
十
三
名
が
移
住
し
、
半
農
半
漁
生
活
を
営
ん
で
い

た
。
ま
た
、
三
年
後
の
昭
和
五
年
に
、
畑

の
開
墾
反
別
は
七
町
四
反

ゼ

六
畝
と
発
展
し
て
い
た
。

日
生
町
当
局
と
漁
業
組
合
、
ま
た
鴻
島

の
住
民
か
ら
、
相
当
な
条

参考図 長島近辺
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件
下
で
応
諾
さ
れ
た
、
と
表
立

っ
て
新
聞
公
表
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

の
水
面
下

に
は
反
対
運
動
の
声
が
沸
々
と
沸
き
あ
が
っ
て
い
た
。

ま
ず
四
月
九
日
に
、
岡
山
市
在
住
の
日
生
町
出
身
者
が
結
成
し
て

い
る
在
岡
日
生
会
が
総
会
を
開
き
、
次

の
理
由
か
ら
断
固
反
対
と
決

議
し
た
。

、

三

、

こ

れ

に
よ

り

、

え

て

、

日

生

町

長

、

そ

し

て
十

三

日

に

は

、

部

の

激

文

を

書

い
た

印

刷

物

を

携

え

て
、

外
島
癩
療
養
所
移
転
問
題
は
今
に
は
じ
ま
つ
た
こ
と
で
な

く

、
数
年
前
か
ら
地
元
、
住
民
の
猛
烈
な
反
対
に
よ
り
、
移

転
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
で
、
昨
秋

の
風
水
害
に
よ

り
倒
壊
さ
れ
、
移
転
す
る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
大
阪
府
と

し
て
は
、
日
生
町
誘
致
運
動
者
の
出
現
に
よ
り
、
漁
夫

の
利

を
占
め
ん
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一、
鴻
島
を
売
却
す
れ
ば
、
癩
患
者
の
移
住
に
よ
り
、
附
近
の

島

の
地
価
低
落
し
、
近
海
漁
業
の
衰
微
は
も
と
よ
り
、
精
神

的
損
害
は
金
銭
に
よ
り
償
ひ
得
ず

ぜ

日
生
町
将
来
の
発
展
に
支
障
を
来
た
す

十
二
日
に
同
会
実
行
委
員
は
、
反
対
声
明
書
を
携

多
久
安
信
岡
山
県
知
事
や
根
岸
衛
生
課
長
等
を
訪
問
、
ま
た

和
気
郡
各
町
村
長
等
に
同
書
を
送
付
し
て
い
る
。

同
会

の
代
表
で
あ
る
吉
延
京

一
が
、
百
与

日
生
町
長
、
町
議
、
町
有

力
者
、
鴻
島
有
志
、
漁
業
組
合
役
員
に
歴
訪
し
、
ま
た

「金
の
た
め

に
風
光
明
媚
な
る
父
祖
傳
来
の
土
地
を
費
る
な
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

　
　

　

ン
を
掲
げ
て
反
対
の
峰
火
を
あ
げ
る
事
を
努

め
て
い
る

ま
た
、
和
気
郡
伊
里
村
、
片
上
町
、
伊
部
町
、
邑
久
郡
鶴
山
、
裳

掛
村
、
玉
津
村
、
牛
窓
町
当
局
と
漁
業
組
合

に
て
、
極
力
反
対
の
峰

火
を
挙
げ
て
善
後
策
を
協
議
し
て
い
た
が
、
目
的
貫
徹
を
決
議
し
、

関
係
町
村
当
局
と
漁
業
組
合
幹
部
は
、
四
月

二
十
三
日
、
多
久
岡
山

　や

県
知
事
な
ど
を
訪
問
陳
述
し
て
い
る
。
ま
た
同
日
に
片
上
町
が
町
会

に
て

「実
現
に
絶
対
反
対
」
の
陳
情
書
を
作
成
し
、
草
加
同
町
長
が

あ
ノ

県
知
事
宛
に
提
出
し
て
い
る
。

五
月
三
日
に
は
、
在
岡
和
気
郡
人
会
を
岡
山
市
内
に
於
い
て
開
催

し
、
「
日
生
町
の
み
の
問
題
に
非
ず
し
て
、
和
気
郡
の
問
題
で
あ
り
、

瀬
戸
内
海

の
大
問
題
な
り
」
と
し
て
、
移
転
反
対
の
決
議
を
満
場

一

致
で
可
決
し
、
即
時
日
生
町
長
宛
に
打
電
し

て
い
る
。
そ
の
反
対
理

由
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

(前
略
)
幾
多
の
患
者
は
療
養
所
に
収
容
さ
る
る
を
希
望
し
て
、

放
浪
の
旅
を
続
け
、
岡
山
県
内
殊
に
地
元
た
る
和
気
郡
内
に
入

込
み
、
神
社
佛
閣
の
浄
域
或
は
旅
宿
に
泊
し
て
、
恐
る
べ
き
病

　
マ

マ

ノ

菌
を
撒
布
傳
播
す
る
こ
と
は
火
を
賭

る
よ
り
も
明
か
に
し
て
、

長
島
愛
生
園
設
置
後
、
附
近
に
こ
れ
等
患
者
が
多
く
俳
徊
す
る
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マ

マ

　

　
ガ

　

に
至

つ
た
の
は
、
こ
れ
を
気
実
に
物
語
る
も
の

で
は
、
日
生
町
民
の
反
応
は
ど
う
で
あ

っ
た
の
か
。
当
時
、
三
月

に
尋
常
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
、
四
月
か
ら
高
等
中
学
校

一
年
生
の

級
長
を
務
め
て
い
た
坪
本
健
志
氏
は
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
述
べ
て
い

る
。

中
国
民
報
の
社
説
に

「
ラ
イ
療
養
所
が
日
生
の
鴻
島

へ
大
阪
の

方
か
ら
移
転
さ
れ
る
」
と
出
て
い
た
。
子
供
心
に
も

×
×
×
が

鴻
島

へ
来
た
ら
日
生
は
困
る
、
魚
も
売
れ
な
く
な
る
。
「
反
対

の
ビ
ラ
を
書

い
て
貼
ろ
う
」
と

(新
聞
)
配
達
仲
間
と
相
談
し

た
。
紙
は
新
聞
を
包
装
し
て
い
る
緑
と
茶

の
分
厚

い
紙
を
切
り
、

文
句

は
私
が

「
×
×
×
こ
さ
す
な
魚
が
売
れ
ぬ
」
と

い
う
よ
う

な
原
稿
に
し
、
友
人
が
字
を
書
き
二

∴
二
十
枚
こ
し
ら
え
、
各

へ
が

自

・
各
所
に
ベ
タ
ベ
タ
貼

っ
た

当
時
、
言
論
の
自
由
は
な
く
、
警
察

の
目
が
厳
し
い
状
況
で
あ

っ

た
為
、
ビ

ラ
を
貼

っ
て
い
る
友
人
が
誰
か
に
目
撃
さ
れ
た
事
に
よ
り
、

級
長
で
あ

っ
た
坪
本
氏
は
、
巡
査
に
駐
在
所
ま
で
連
行
さ
れ
、
取
調

へ
ゆ

べ
を
受

け
た
事
も
記
述
し
て
い
る
。

ま
た
、
日
生
町
に
於
い
て

「新
聞
紙
法
に
振
る
有
保
証
紙
に
し
て

言
論
の
自
由
を
有
す
」
と
し
た

「暁
」
と

い
う
新
聞
が
あ

っ
た
。
こ

れ
は
、
日
生
町
民
数
名
が
個
人
宅
に
て
手
書
き
で
書

い
た
物
で
あ
る
。

こ

の

「
暁

」

は

、

日

生

町

民

に
意

見

を

求

め

、

第

二
三

号

に

て
、

賛

　
　

ノ

成
論
者
と
二
通
り
の
反
対
論
者
の
意
見
を
纏
め
て
お
り
、
第
二
四
号

か
ら
第
二
六
号
は
、
反
対
論
者
の
み
の
意
見
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

第
二
五
号
に
暁
編
集
部
か
ら

「尚
本
紙
は
故
意
に
反
対
論

の
み
を
掲

載
す
る
も

の
に
非
ず
。
賛
成
論
者
あ
ら
ば
遠
慮
な
く
賛
成
論
を
寄
せ

　
り

　

ら
れ
た
し
」
と
記
述
し
て
い
た
の
だ
が
、
発
行
人
で
あ

っ
た
萩
原
正

志
は
、
自
分

の
反
対
意
見
を
掲
載
し
、
ま
た
反
対
を
呼
掛
け
る
と

い

っ
た
矛
盾
の
あ
る
紙
面
と
な

っ
て
い
た
。

当
時

の
新
聞
購
読
料
は
、
「大
阪
朝
日
新

聞
」

・
「大
阪
毎
日
新

聞
」
は
月

一
円
五
銭
で
、
「山
陽
新
報
」
「中
国
民
報
」
は
月
九
十
五

銭
、
新
聞
配
達
を
し
て
い
た
者
の
月
給
は

一
円
五
十
銭
で
あ

っ
た
。

こ
の
状
況
か
ら
、
当
時
日
生
で
は
分
限
者

(べ
ん
し
ゃ
)
の
家
し
か

と

っ
て
な
く
、
漁
業
者
は

一
軒
も
取

っ
て
お
ら
ず
、
漁
業
会
の
み
で

　
お

　

あ

り

、

し

か

も

そ

の
数

、

百

余

部

で
あ

っ
た

そ

う

だ

。

そ

の
反

面

、

「
暁

」

は

一
年

で
五

十

銭

で
あ

っ
た

為

、

大

半

の
日

生

町

民

が

目

を

　
お

　

通
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
為
、
新
聞
報
道
に
て

「日
生
町
で

は
反
対
の
声
が
あ
が

っ
て
お
ら
ず
…
」
と
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
町

当
局
な
ど
極
秘
裏
に
進
め
て
い
た
話
で
あ

っ
た
事
か
ら
、
新
聞
を
取

っ
て
い
な

い
者
は
、
「暁
」
第
二
三
号
に
よ

っ
て
初
め
て
知
り
、
声

が
あ
が
ら
な
か

っ
た
の
で
は
な
く
、
挙
げ
よ
う
が
な
か

っ
た
と
言
え
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る

。

ら
マ

マ

　

ま
た
、
こ
の
当
時
の
巡
査
は
、
丹
那

(ダ
ン
ナ
)
さ
ん
と
町
民
か

ら
呼
ば
れ

て
お
り
、
小
学
校
の
祝
賀
式
に
も
町
の
名
士
と
し
て
列
席

　
　

へ

し
て
お
り
、
町
長
よ
り
も
権
力
が
あ

っ
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
様
な

状
況
と
と
も
に
、
言
論
に
関
し
て
厳
し
い
目
を
し
て
い
た
警
察
官
が

い
る
中
で
、
声
を
あ
げ
て
反
対
す
る
と

い
っ
た
行
為
は
難
し
か

っ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
実
際
坪
本
氏
も
、
「
日
生
町
内
の
大
人
が

お

　

反

対

運

動

を

す

る

者

は

い
な

か

っ
た

」

と

述

べ

て

い

る

。

よ

っ
て

、

「
暁

」

と

い
う

手

段

に

よ

っ
て
、

反

対

運

動

を

展

開

し

て

い
た

事

が

覗

え

る

の

で
あ

る

。

こ

の
反

対

運

動

に

よ

り

、

町

当

局

に
も

変

化

が

表

れ

る

の
で

あ

っ
た

。

第
三
節

移
転
交
渉
の
展
開

大
阪
府
か
ら
移
転
交
渉
を
持
掛
け
ら
れ
、
日
生
町
当
局
か
ら
は
条

件
次
第
と
応
じ
て
い
る
事
か
ら
、
残
る
は
鴻
島

の
買
収
価
格
、
隣
接

町
村
の
意

向
、
及
び
移
転
後
の
管
理
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
た
。
日

生
町
当
局
も
、
八
万
円
位
な
ら
ば
島
譲
渡
す
る
、
と

い
う
意
向
を
提

出
し
た
が
、
魚
森
市
太
郎
は
三
万
円
を
主
張
し
、
折
衝
の
結
果
、
八

　
が

　

万
円

に

落

着

し

た
。
し

か

し

、
こ

れ

を
知

っ
た

日

生

町

漁

業

組

合

は

、

へ
れ

　

四
月
五
日

に
、
損
害
保
証
と
し
て
金
七
万
円
を
要
求
し
て
い
る
。
こ

の
事
か
ら
、
極
秘
裏
で
進
め
て
い
た
大
阪
府
側
は

一
時
打
ち
切
り
の

方
針
と
し
た
。

こ
の

一
時
打
ち
切
り
を
受
け
て
か
、
ま
た
は
反
対
運
動
が
展
開
し

て
い
る
為
か
、
橋
本
眞
露
日
生
町
長
は
、
四
月
十
九
日
に
岡
山
市
に

て
、
次

の
事
を
述
べ
て
い
る
。

僕
が
町
長
に
就
任
前
に
、
前
理
事
者

(西
崎
磯
太
郎
)
と
魚
森

君
と
の
間
に
話
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
大
阪

府
當
局
か
ら
は
正
式
に
何
等
の
交
渉
は
な
い
。
価
格
が
町
八
萬

円
、
漁
業
組
合
七
萬
円
で
交
渉
し
て
ゐ
る
こ
と
は
事
實
で
あ
る
。

強
ひ
て
鴻
島
を
責
ら
う
と
は
考

へ
て
ゐ
な
い
。
要
す
る
に
町
民

を
多
数
の
意
向
を
尊
重
し
て
善
虞
す
る
考

へ
で
あ
る
が
、
何
れ

ドぢ

に
し
て
も
難
し
い
問
題
で
あ
る

昭
和
十
年
度
大
阪
府
会
議
の
大
阪
府
復
旧
復
興
予
算
に
て
、
外
島

　
み

　

保
養
院
復
旧
費
を
三
万
八
千
円
で
可
決
し
た
事
か
ら
、
大
阪
府
が
三

万
円
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
内
務
省
に
お
い
て
は
大

阪
府
に

一
存
す
る
と

い
う
形
式
で
あ

っ
た
為

か
、
直
接
日
生

へ
訪
問

を
し
て
い
な

い
。
し
か
も
前
章
に
て
記
述
し
た
が
、
大
蔵
省
査
定
の

結
果
、
四
年
継
続
事
業
と
し
て
九
十

一
万
二
千
円
し
か
承
認
し
な
か

っ
た
事
も
あ
り
、
且
つ
当
初
か
ら

「復
旧
建
築
費
は
国
庫
か
ら
負
担

す
る
も
の
」
と
要
請
は
あ

っ
て
も
、
移
転
補
償
費
は
要
請
が
な
か
っ
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た
事
か
ら

、
大
阪
府
が
負
担
す
べ
き
問
題
と
受
け
止
め
て
い
た
傾
向

は
強

い
の
で
あ
る
。

こ
の
段
階
で
は
ま
だ
大
阪
府
当
局
は
日
生
町
と
正
式
交
渉
を
し
て

お
ら
ず
、
確
実
に
移
転
候
補
地
決
定
さ
せ
る
為
に
、
岡
山
県
当
局
に

協
力
を
呼
び
掛
け
る
方
針
と
し
た
。
し
か
し
、
当
初
岡
山
県
当
局
に

話
を
通
さ
ず
、
日
生
町
と
直
接
交
渉
を
し
た
為
、
鴻
島
移
転
候
補
地

決
定
の
際

、
多
久
安
信
岡
山
県
知
事
の
代
理
で
石
井
政

一
警
察
部
長

は
「大
阪
か
ら
縣
に
封
し
正
式
の
交
渉
が
あ

つ
た
繹
で
は
な

い
か
ら
、

自
分
の
口
か
ら
は
何
と
も
い
へ
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
四
月
三

口
、
上
京
か
ら
帰
岡
し
た
多
久
は
、
「安
井
大
阪
府
知
事
と
會

つ
て

相
談
し
た
が
、
こ
れ
は
内
談
的
な
も
の
で
、
正
式
に
大
阪
府
と
本
縣

と
が
交
渉

し
た
課
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
も

「鴻
島
が
適
當
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
意
見
の
実
現
に
努
力
す
べ
き
だ
と
考

へ
て
い
る
」
と

へ
ぬ

　

肯
定
的
な
発
言
を
し
て
い
る
。

ま
た
、
四
月
七
日
に
は
、
国
澤
大
阪
府
衛
生
課
長
が
、
諒
解
と
助

力
を
乞
う
為
に
来
岡
し
た
際
、
こ
の
時
、
多
久
は
、
「癩
に
つ
い
て

は
畏
き
思
召
も
あ
る
こ
と
と
て
、
私
共
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
努
力
す

る
考

へ
で
は
あ
る
が
、
今
回
の
外
島
癩
療
養
所

の
鴻
島
移
韓
に
つ
い

て
は
い
ま
迄
何
等
交
渉
を
受
け
て
い
な

い
の
で
、
い
ま
之
れ
に
飛
入

つ
て
積
極
的
に
斡
旋
す
る
の
は
、
手
続
順
序
な
ど
の
関
係
か
ら
ど
う

か
」
と
前
置
き
し
た
後
、
文
部
省
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
提
議
を

受
け
た
際
、
次

の

一
の
条
件
を
申
し
出
る
と
し
た
事
を
述
べ
、
移
転

反
対
は
し
て
い
な
い
旨
を
示
し
た
。

鴻
島
に
移
韓
せ
ば
岡
山
縣
も
そ
の
組
合

に
加
盟
し
常
然
管
理
す

る
こ
と
。
従

つ
て
現
在
の
中
國
四
國
聯
合
大
島
癩
療
養
所
か
ら

は
脱
退
す
る
こ
と
。
而
し
て
鴻
島
移
韓
建
築
費
は
現
在
の
組
合

で
全
部
負
憺
す
る
こ
と
。
岡
山
縣
は
現
在
の
大
島
癩
療
養
所
の

拡
張
に
負
憺
金
を
捻
出
し
て
ゐ
る
関
係

か
ら
鴻
島
移
韓
改
築
費

　
　

は
負
憺
せ
ぬ
に
と
條
件
を
漬
け
て
ゐ
る

ま
た
、
鴻
島
に
移
転
決
定
す
る
も
の
だ
と
捉
え
た
多
久
は
、
内
務

省
に
次
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

一
、
鴻
島
は
飲
料
水
が
不
足
し
て
を
る
た
め
、
給
水
設
備
を
な

す
こ
と

一
、
移
韓
先
の
鴻
島
の
民
有
地
を
地
債

で
買
上
げ
る
こ
と

]
、
岡
山
県
は
現
在
中
國
四
國
の
八
聯
合
縣
立
癩
療
養
所

(大

島
療
養
所
)
の
方
に
入
つ
て
ゐ
る
が
、
近
畿
十
二
聯
合
府
縣

立
の
外
島
癩
療
養
所
が
鴻
島
に
移
韓
す
れ
ば
、
岡
山
を
近
畿

の
方
に
編
入
し
て
十
三
聯
合
府
縣
立
鴻
島
癩
療
養
所
と
し
て

も
ら
ひ
た
い

こ
の
十
三
府
縣
聯
合
立
に
編
入
す
る
事

は
多
少
の
考
慮
を
要
す

一64一



る
と
、
内
務
省
は
述
べ
た
。
し
か
し
岡
山
県
が
希
望
条
件
と
し

な
か

っ
た
事
か
ら
、
内
務
省

・
大
阪
府

・
岡
山
県
は
、
さ
ら
に

協
議
し
て
決
定
す
る
に
至

っ
た
。
ま
た
こ
の
時
に
、
管
理
官
で

あ
る
大
阪
府
知
事
か
ら
、
敷
地
移
転
の
申
請
が
あ
れ
ば
、
内
務

　ヨ

省
は

こ
れ
を
許
可
す
る
方
針
を
固
め
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
、
裏
で
大
阪
府
と
話
は
纏
ま

っ
て
も
、

表
立

っ
て
正
式
交
渉
は
無
か

っ
た
。
大
阪
府
と
日
生
が
決
裂
状
況
と

な
り
、
大

阪
府
は
、
正
式
に
岡
山
県
と
交
渉
に
臨
む
姿
勢
を
見
せ
た

の
で
あ
る
。

ま
た
、
四
月
二
十
二
、
二
十
三
日
に
二
日
間
に
渡
り
、
内
務
省
か

ら
召
電
を
受
け
た
根
岸
顯
蔵
岡
山
縣
衛
生
課
長
と
大
阪
府
衛
生
課
長

代
理
は
、

岡
田
文
秀
衛
生
局
長
と
と
も
に
移
転
問
題
に
つ
い
て
協
議

し
て
い
る
。
こ
の
際
、
根
岸
は
次

の
三
点
を
提
示
し
た
。

一
、
岡
山
縣
の
面
目
を
維
持
す
る
こ
と

二
、
附
近
住
民
の
利
益
を
尊
重
す
る
こ
と　

　

　

三
、
買
収
は
双
方
圓
満
に
解
決
す
る
こ
と

こ
の
三

つ
を
重
ん
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
「
国
家
的
事
業

の
為
、
消

極
的
に
は
援
助
す
る
用
意
で
あ
る
」
旨
を
伝
え
る
と
、
大
阪
府
側
は

　
お

　

こ
れ
を
諒
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
十
六
日
に
富
田
大
阪
府
警

察
部
長
が
来
岡
し
、
多
久
県
知
事

・
石
井
警
察
部
長

・
根
岸
衛
生
課

長
と
会
見
し
た
。
こ
の
会
見
後
、
富
田
は

「大
阪
府
當
局
と
し
て
は

正
式
に
日
生
町
と
交
渉
し
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
。
こ
の
問
題
が
表

面
化
し
た
の
で
、
岡
山
縣
を
出
し
ぬ
い
て
話
も
出
来
ぬ
し
、
将
来
得

　　

ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
け
ふ
正
式
に
挨
拶
に
来
た
」
と
述
べ
、
多
久
は

　
れ

　

「
日
生
町
當
局
と

の
間
に
交
渉
を
進
め
て
貰

ひ
た
い
」
と

い
う
意
見

と
、
日
生
町
の
要
求
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
富
田
は
次
の
意

向
を
述
べ
て
い
る
。

日
生
町
側
の
要
求
は
十
八
万
円

(鴻
島

買
収
価
格
七
万
円
、
日

生
漁
業
組
合
補
償
金
七
万
五
千
円
、
家
屋
移
韓
賠
償
等
三
万
五

千
円
)
と
か
聞
い
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は

べ
ら
棒
な
話
で
折
合
ふ

か
ど
う
か
ね

(中
略
)
帰
阪
後
庶
務
課
長
、
水
産
課
長
な
ど
専

門
家
で
評
債
委
員
會
を
組
織
し
、
同
島
を
視
察
さ
せ
た
上
で
交

ド
　

ゴ

渉
を
開
始
し
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
る

一
方
、
交
渉
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
状
況
を
見
た
岡
山
県
当
局
は
、

第
二
策
と
し
て

長
島

の
国
立
療
養
所
に
移
転
し
、
岡
山
県
は
地
元
の
関
係
上
、

現
在
の
大
島
療
養
所

の
組
合
か
ら
脱
退

し
、
大
阪
府
な
ど
の
組

合
に
加
入
し
、
當
分
組
合
立
で
経
営
し
て
ゆ
き
、
機
を
見
て
国

立
移
管
の
実
現
を
期
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
見
ら
れ
て
お
り
、

　　

こ
れ
が
適
策
で
は
な

い
か
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と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
四
月
二
二

・
二
一二
日
の
内
務
省
内
に

協
議
内
に
於

い
て
、
「も
し
日
生
側
と
交
渉
決
裂
に
な
る
よ
う
で
あ

れ
ば
、
国
立
療
養
所
の
あ
る
長
島
に
移
転
す
る
」
と

い
う
第
二
案
を
、

内
務
省

・
大
阪
府
は
検
討
し
て
い
る
旨
が
出
た
事
に
よ
る
も
の
で
あ

　ゆ

ろ
う
。
ま

た
内
務
省
衛
生
局
高
野
六
郎
予
防
課
長
防
疫
官
も

「も
し

ど
う
し
て
も
移
韓
が
困
難
と
な
れ
ば
、
鴻
島
の
隣
の
長
島

の
国
立
癩

療
養
所
の
敷
地
内
に
移
韓
を
断
行
し
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

だ
が
、
光
田
は

「は
じ
め
に
」
で
記
載
し
た
様
に
、
外
島
保
養
院

が
長
島
に
来
る
事
に
関
し
、
反
対
の
意
見
を
述
べ
、
且
つ
岡
山
県
が

大
島
療
養
所
を
脱
退
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
次
の
様
な
指
摘
を
し
て

い
る
。大

府
縣
と
合
し
、
そ
の
負
憺
は
将
来
軽
減
さ
れ
て
利
益
を
う
く

る
も
、
大
島
の
組
合
側
で
は
、
経
費
約
六
萬
圓
の
う
ち
三
分
の

一
、

即
ち
こ
萬
鹸
圓
を
負
憺
す
る
岡
山
縣
に
脱
退
さ
れ
て
は
、

経
営
難
に
陥
る
の
で
、
こ
こ
に
又
岡
山
縣
脱
退
反
対
の
新
し
い

紛
議
が
起
き
る
こ
と
は
明
か
で
、
そ
の
解
決
の
如
何
も
難
し
い

　
れ

　

問
題

で
あ
る

ま
た
余

談
で
は
あ
る
が
、
四
月
二
十
九
日
に
、
「暁
」
編
集
委
員

の
萩
原
正
志
が
光
田
と
会
見
し
た
際
、
「前
後
五
時
間
に
亘

つ
て
論

を
闘
は
し
た
結
果
、
遂
に

(光
田
)
先
生
も
私

(萩
原
)
と
同
意
見

　
お

　

(鴻
島
移
転
反
対
)
で
あ
る
旨
を
洩
ら
さ
れ
た
」
と
い
う
状
況
を
見

る
と
、
光
田
が
鴻
島
に
移
転
す
る
事
は
反
対

で
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
阪
府
は
、
外
島
保
養
院
六
万
坪
を
売
却

し
て
移
転
補
償
費
に
充

て
る
つ
も
り
だ
が
、
外
島
買
収
の
際
に
大
蔵
省
か
ら
補
助
さ
れ
た
の

で
、
そ
の
補
助
金
だ
け
は
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
日
生
町
要
求

金
額
を
支
払
う

の
は
到
底
無
理
な
状
況
で
あ

っ
た
事
か
ら
、
大
阪
府

当
局
と
日
生
町
当
局
は

一
度
も
折
衝
す
る
事
な
く
、
二
度
目
の
打
切

り
と
な

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
岡
山
県
の
大
島
脱
退
説
も
進
展
し
な

か

っ
た
の
で
あ
る
。

日
生
町
や
周
辺
区
域
か
ら
の
徹
底
的
に
排
撃
す
る
意
思
が
強
い
反

対
運
動
と
二
度
目
の
打
切
り
に
な

っ
た
事
か
ら
、
橋
本
は
次
の
様
に

決
断
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
僕
が
入
婿
の
形

で
、
ず
つ
と
詳
し
い
こ

と
は
知
ら
ん
の
だ
が
、
目
下
の
情
勢
に
於
て
は
と
て
も
出
来
な

い
も
の
と
思
ふ
。
こ
の
問
題
は
既
に

一
鷹
交
渉
が
打
切
り
に
な

つ
て
居
る
も
の
で
あ

つ
て
、
町
会
の
方

で
も
今
で
は
例
へ
再
び

交
渉
が
あ
ら
う
と
も
、
今
度
は
條
件
の
如
何
に
拘
ら
ず
絶
対
に

鷹
じ
ま

い
と
云
ふ
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
る
や
う
だ
…
。

(中
略
)

先
方
が
こ
の
話
を
具
体
的
に
進
め
て
来
る
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
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た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
、
こ
ち
ら
に
も
相
当

の
考

へ
が
あ
る
。

兎

に
角
大
阪
府
や
内
務
省
当
局
が
ど
ん
な
考

へ
を
持

つ
て
居
ら

う
と
も
、
こ
ち
ら
は
も
う
鷹
じ
な

い
と
云
ふ
こ
と
の
情
勢
が
変

わ

つ
て
来
た
ん
だ
か
ら
、
こ
の
問
題
は
も
う
絶
対
に
實
現
は
し

　
お

　

な

い
と
思
ふ

ま
た
、

日
生
町
と
し
て
は
、
魚
森
市
太
郎
の
立
場
上
勝
手
に
断
る

事
が
出

来
な

い
と
受
け
止
め
て
い
る
為
、
「魚
森
自
身
か
ら
進
ん
で

解
消
し

て
欲
し

い
」
と

い
う
意
見
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
見

て
、
魚
森
か
ら
は
何
も
連
絡
が
な
か

っ
た
と
窺
う
事
が
出
来
る
。

一

方
の
大
阪
府
側
は

「お
金
」
だ
け
が
問
題
だ
け
で
あ
り
、
ま
だ
移
転

候
補
地
と
し
て
可
能
性
が
高
い
と
見
て
い
た
。

六
月
初
旬
、
大
阪
府
評
価
委
員
の
川
崎
議
事
と
西
田
会
計
両
課
長

ら
が
、
鴻
島
に
出
張
し
て
調
査
を
見
積
も

っ
た
結
果
、
鴻
島
買
収
価

格
は
、
居
住
民
の
移
転
料
や
損
害
賠
償
金
を
含
め
六
万
千
三
百
三
十

二
円
と
評
価
し
た
が
、
日
生
町
で
は
三
万
円

つ
り
あ
げ
て
二
十

一
万

を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
を
受
け
て
苦
笑
す
る
し
か
な
か

っ

た
大
阪
府
当
局
は
、
岡
山
県
当
局
を
仲
介
者
と
し
て
、
再
度
買
収
交

　
　

　

渉
を
行
う
方
針
を
固
め
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
六
月
十
三
日
、
根
岸
衛
生
課
長
に
よ
り
、
国
澤
大
阪
府

衛
生
課
長

・
植
田
主
事
と
日
生
町
長
の
双
方
を
、
県
衛
生
課
長
室
に

て
引
き
合
わ
せ
、
初
め
て
正
式
な
交
渉
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

時
、
国
澤
は

「ど
の
程
度
の
賠
償
で
移
韓
を
承
認
す
る
か
」
と
提
議

　
り

　

し
た
の
に
対
し
、
橋
本
は

「町
と
相
談

の
上
、
正
式
に
回
答
す
る
」

と
答
え
、
大
阪
府
側
も
具
体
的
問
題
に
触
れ
る
事
は
な
か

っ
た
。
大

阪
府
は
後
日
、
日
生
町
か
ら
譲
渡
に
関
す
る
根
本
條
件
の
提
示
を
待

つ
事
と
し
た
が
、
日
生
町
は
前
述
通
り
、
譲
る
気
は
全
く
な
か

っ

た
。ま

た
、
斡
旋

の
労
を
執
る
等

の
協
力
し
て
い
た
岡
山
県
当
局
は
、

「日
生
町
当
局
は

一
歩
も
譲
歩
せ
ず
到
底
纏
ま
り
さ
う
に
な
い
」
旨

を
大
阪
府
に
通
牒
し
、
⊃

先
づ
手
を
引
き
、
今
後
は
大
阪
府
側
と

日
生
町
当
局
と
の
折
衝
に
委
ね
、
内
務
省
か
ら
命
令
の
な

い
限
り
傍

　
ゆ

ほ

観
す
る
方
針
」
を
と
る
事
と
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
大
阪
府
も
絶

望
と
受
け
止
め
、
日
生
町
か
ら
引
き
下
が

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
反
面
、
関
西
M
T
L
は
六
月
二
五
日
に
、
「癩
予
防
講
演
會
」

を
開
催
し
、
外
島
療
養
所
を
大
阪
附
近
に
再
建
す
る
様
に
力
説
す
る

と
と
も
に
、
原
田
久
作
外
島
保
養
院
長
は
全
国
に
分
散
し
て
い
る
者

の
近
況
報
告
と
再
建
を
急
務
す
べ
き
だ
と
説
く
等
、
積
極
的
な
行
動

　
　

　

を

起

こ
し

て

い
る
。

こ

れ

を

受

け

て
か

、

大

阪

府

当

局

は

最
終

決

断

す

る

こ

と

と

な

っ
た

の
で

あ

る

。
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お
わ
り
に

鴻
島
を
断
念
し
た
大
阪
府
当
局
は
、
長
島
に
移
転
す
る
方
針
を
打

出
す
。
七

月
十
日
に
、
「地
元

(長
島
内
)
向
瀬
部
落
の
民
家
立
退

き
敷
地
買
収

・
漁
業
組
合
に
対
す
る
補
償
な
ど
細
目
協
定
に
関
す
る

　
わ

ぜ

大
阪
府
側

の
意
向
を
伝
達
か
た
が
た
予
定
敷
地
の
実
地
調
査
」
を
目

的
と
し
て
、
植
田
大
阪
府
主
事

・
原
田
久
作
他
二
名
が
来
岡
し
、
県

庁
に
て
石
井
警
察
部
長
と
打
合
わ
せ
後
、
石
井

・
清
水
光
治
衛
生
課

長
両
者
含

め
長
島
に
向
か

っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
安
井
か
ら
光
田
に

「第
三
区
府
縣
立
癩
療
養
所
外
島
保
養
院
復
薦
敷
地
使
用
承
認
方

二

ゆ

　

関
ス
ル
件
」
を
光
田
に
渡
す
様
に
託
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
政
府
に
お
い
て

「癩
病
撲
滅
計
画
」
と
し
て
長
島
愛
生
園

が
拡
張
を
考
究
中
で
あ
る
為
、
七
月
卜
六
日
に
大
森
佳

一
内
務
政
務

次
官
は
、
長
島
愛
生
園
を
視
察
に
来
岡
し
た
。
そ
の
視
察
後
、
大
森

は
拡
張

の
必
要
性
を
述
べ
、
且

つ
次
の
外
島
移
転
に

つ
い
て
語

っ

た
。

政
府

で
は
解
決
策
と
し
て
、
愛
生
園

へ
合
併
し
た
ら
ど
う
か
と

云
ふ
考
を
も
つ
て
ゐ
る
。
或
ひ
は
、
こ
の
方
が
解
決
が
早
い
の

む

ヨ

で
は
な
い
か
と
思
う
。

光
田
が
安
井
か
ら
の
書
面
を
添
付
し
て

「
国
有
財
産
ノ
無
償
使
用

　
ゆ

マ

ニ
関
ス
ル
件
」
を
、
大
森
来
県
し
た
日
付
に
て
、
内
務
大
臣
宛
に
提

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
に
関
し
て
、
後
に
外
島
保
養
院
元
職
員
が

「光
田
先
生
が
厚
生
省
に
交
渉
し
て
無
償
で
移
管
す
る
よ
う
に
頼
ん

　
　

　

だ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大

阪
府
か
ら
の
依
頼
内
容

は
抜
け
て
お
り
、
且
つ
光
田
が
大
阪
府
と
内
務
省
の
仲
介
者
役
と
な

っ
た
事
で
、
「光
田
の
声
掛
か
り
」
と
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

見
て
い
る
。

こ
の
事
に
よ
り
、
内
務
省
も
英
断
を
も

っ
て
長
島
移
転
の
方
針
を

決
定
し
、
八
月
五
日
に
石
井
警
察
部
長
と
清
水
衛
生
局
長
は
、
邑
久

郡
裳
掛
村
の
関
係
当
局
と
折
衝
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
稿
に
て
、
室
戸
台
風
以
後
長
島
移
転
決
定
ま
で
の
約

一

年
の
経
緯
を
行
政
に
視
点
を
お
い
て
述
べ
た

が
、
外
島
保
養
院
関
係

者
側
と
行
政
の
関
連
性
に
つ
い
て
明
確
に
し
て
い
な

い
。
よ

っ
て
行

政
と

い
う
外
側
の
視
点
と
外
島
保
養
院
と

い
っ
た
内
側
の
視
点
の
相

違
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
大
阪
府
側
が

ハ
ン
セ
ン

病
に
つ
い
て
、
ど
の
様
な
捉
え
方
を
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
を
追

及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
課
題
を
中

心
に
、
今
後
の
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

…
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(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

小
山
仁
示

氏

「
外
島
保
養
院
事
件

に
関
す
る
新
聞
報
道
」

『
関
西
大
学

人
権
問

題
研
究

室
紀
要
』

十
八
号

、
平
成

元
年

発
行

、
富
岡

昌
裕
氏

「
戦
前
大

阪

の

ハ
ン
セ

ン
病

療
養
所
-

外
島
保

養
院

の
こ
と
ー
」

『
歴

史

と
神
戸
』
第

二
十
五
巻
第

二
号

、
昭
和

六
十

一
年
発
行

、
。
松
岡
弘

之

氏

『
ハ
ン
セ
ン
病
療
養

所

の
精
神

史
ー

第

三
区
府
県

立
外
島

保
養

院

患
者
自

治

の
あ

ゆ
み
ー

』

二
〇
〇

一
年
度
大

阪
市
立

大
学
大

学
院

文

学
研
究

科
修
士

論
文
、
未

公
開
。

以
上
、
外

島
保
養

院

に
関
す
る

研

究
史
と

し

て
取

り
上
げ

る
事

が
出

来
る
。
小

山
氏

は

「
大
阪
朝

日

新
聞
」

「
大
阪
毎

日
新

聞
」
を
使
用
し

て
、
外

島
開
設
当
初

や
外

島
事

件

に

つ
い
て
明
記

し

て
い
る
。
富
岡

氏
は
、

一
章

で
大

正
十

五

(
一

九

二
⊥ハ
)
年

泉
北
郡

移
転
反

対
運
動

に

つ
い
て
叙
述
し

、
二
章

に
於

い
て
村

田
と
外

島
事

件

に

つ

い
て
記
述

さ

れ

て

い
る
。

松

岡
氏

は

「
外
島

保
養
院
統
計
書
」

や
入
所
者

に
よ

る
資
料
を

活
用
し
、
外
島
療

養
所

内

に
於

け
る
自

治
主
義

の
形
成
過
程

や
動
向

に

つ
い
て
明
記

さ

れ

て
い
る
。

邑
久
光

明
園
慰
安

会

『楓

』
第
十

一
巻

第
四
号

、
昭
和

三
十

二
年

四

月

一
日
発
行
、

「座
談
会

・
外
島
保
養
院
を

め
ぐ

っ
て
」

邑

久
光

明
園
入
園

者
自
治
会

『
風
と
海

の
な
か
1

邑
久
光

明
園
入
園

者
八
十
年

の
歩

み
ー
』
昭
和

六
十

三
年

八
月
発
行

、

一
〇

一
頁

邑

久
光
明

園
慰
安
会

『
楓
』

第
三
七

八
号
、
昭
和

四
十
七
年

十
月
発

行
、
桜
井

方
策

「
旧
外
島

保
養
院

誌

(
五
四
)
」

(

)
内

は
著
者

が

補

っ
た
。

前

掲

(
2
)
阿
部
礼

二
は
、

こ

の
時
直
接
参

加

が
出
来
ず

、
紙
上
参

(6

)

(
7

)

(
8

)

加
で
述

べ
て
い
る

邑

久
光
明
園

慰
安
会

『
楓
』
第
三

五
二
号
、
昭
和

四
十
五
年
六

月
発

行
、

「座

談
会

・
外

島
を
語

る
会

(四
)
」

に

て
、
村

田
は
議
論
す

る

際

「
光

田
さ

ん
と

は
仇
敵

の
如

し
」
と
述

べ

て
い
る
。
ま
た
所
長
会

議

の
際

「
外
島
は
患

者

の
云
う

通
り
な

っ
て
お
る
」

と
言
わ
れ

た
事

も

述
べ
て

い
る
。

「
中
国
民
報
」

昭
和

十
年
四
月
二
十
六
日

「
時
事
解
説

癩
療
養
所
移

韓
速

か
に
解
決

を
圖
れ
」

『愛

生
』
創
刊
号

(
昭
和
六
年

十
月
発
行
)

に
光

田
健
輔
著

「長
島

の

選
択
」
が
あ
る
。
『数
万

の
癩
に
対
し
寒
地
よ
り
暖
地
を
選
む
が
よ

い
、

而

し

て
安
住

の
地
は

琉
球

の
果

て
の
西
表
島

で
あ
る
』

と
復
命
し
た

が

、
政
府
当

局
は

『余

り
絶
海

の
孤
島

で
、
交

通
運
輸

に
不
便
な

る

ド
マ

マ

　

の
み
な
ら
ず

(中
略

)
そ
れ
よ
り

か
瀬
戸
内
海

か
知

ら
ぬ
火
内
海

に

適
当

な
島
を

選

ぶ
が

よ

い
』
と

い
う
意

見
を

述

べ
ら
れ

た
事

、
ま
た

昭
和

二
年

に

『
山

田
衛

生
局
長
は
瀬

戸
内
海

の

一
島
を
選

択
す
る

べ

く
内
命

せ

ら
れ
た
。
私

は
瀬
戸
内
海

以
外

に
も

候
補
地
を
提

案
し
た

け

れ
ど
も
断

固
と
し

て
拒
絶
せ
ら

れ
た
』
と

二
度

]
蹴

さ
れ
た
事
を

記
述

し

て
い
る
。

こ
れ
は

「
保
険
衛

生
調
査
会
委

員
光

田
健

輔
沖
縄

県

.
岡
山
県

及
台
湾
出
張
復
命
書
」

(大

正
十

五
年
)

の
中

で
、
長
島

と

日
生

町
鹿
久

居

(
か
く

い
)
島

の
報

告
は

「
開
墾
絶
望

ナ
リ

(鹿

久
居
)
」

「
開
墾

二
適

ス
ル
所
ナ

シ

(長
島

)」

と
述

べ
て

い
る
が
、
昭

和

二
年

の

「
国
立
癩
療
養
所
ト

シ
テ
鹿
久
居
島

及
長
島

償
値
復
命
書
」

に
は

「
瀬
戸

二
於

テ
鹿
久

居
嶋
長
嶋

二
勝
リ

タ
ル
島
喚

ヲ
獲

見

ス
ル

コ
ト
ガ

デ
キ
ナ
カ

ツ
タ
」
と
述

べ
て

い
る
事

か
ら
も
窺
え

る
。
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(
13

)

(
14
)
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(17

)

(
18

)

(
19

)

(
20

)

大
阪
府

『大
阪
府

風
水
害
誌
』

昭
和

十

一
年

一
月
三
十

一
日
発
行

同
前
掲

(
9
)

前
掲

(
9
)

邑
久
光

明
園
入

園
者
自
治
会

『
風
と

海

の
な

か
1

邑
久

光
明
園

入
園

者
八
十
年

の
歩

み
ー
』

昭
和

六
十

三
年

八
月
発
行
、
六
十
九
頁

邑
久
光

明
園
慰
安

会

『
楓
』

第
三
七

二
号
、
桜

井
方
策

『
旧
外
島
保

養
院
誌

(
四
八
)
』

第

三
区
府

県
立
外
島

保
養
院

刊
行

「風

水
害
記
念

誌
」

昭
和
十
年
十

一
月
発
行

同
前
掲

(
14
)
国
澤
健
雄
著

「九
月

二
十

一
日
を
追

想
し
て
」

よ
り

実

際
は

、
自

治
会
内

部

に
て
外

島
追
放

を
決
定

し
、
村

田
が
出

て
行

く
様

に
指
示

し
た
。

こ
れ
を
大
阪
府

当
局

は
、
逃

亡
者
と

し
て
受
け

止
め

て

い
る
。

詳
細
は
、

松
岡
氏

や
富
岡

氏

の
論
文

に
記
述

さ
れ

て

い
る
。

大
阪
府

「
通
常
大
阪
府
会
速
記
録
」

昭
和
八
年
、

「
通
常
大
阪
府
会
警

察

部
豫
算

委
員
会

速
記
録

第
壱
號

」
よ
り

。
名
越

民
次
郎

の

「
患

者

ノ
逃

走

ヲ
防
止

ス
ル
設

備

二
就

テ

ハ
如
何

ナ

ル
御
考

ヘ
ヲ
持

ツ
テ

居

ラ
レ
ル
カ
」
と

い
う
質

問
に
、
地

方
技
師

国
澤
健

雄
が
返
答

と
し

て
述

べ
た
部
分
で
あ
る
。

「
大
阪
毎

日
新
聞
」

昭
和
九
年
九
月

二
十
、
一日

「外
島
保
養
院

倒
壊

二

百
名

の
生
死
不
明
…
」

「
大
阪
毎

日
新
聞
」

昭
和
九
年
十
月

四
日

「
全
員

一
致

で
臨
時

府
会
繰

上
げ
…
」

「
大
阪
朝

日
新
聞
」

昭
和
九
年
十
月

五
日

「
外
島
保
養
院

の
移

転
を
陳

情
」

(
21
)

「
大
阪
毎

日
新

聞
」

昭
和

九
年

十
月

六
日

「
計
六
万

圓

で
假
病

舎
を

…
」

(
22
)
「
大
阪
朝

日
新
聞
」
昭
和
九
年
十

月
六
日

「
バ
ラ

ツ
ク
を
急
造

外
島

保
養
院

の
応
急
対
策
会
議
」

(
23
)
現
在

の
志
摩
郡
志
摩

町
で
あ

る
。

ま
た

「和

具
島

」
と
は

、
英

虞
湾

内

に
あ

る

「座
賀
島
」

の
事
を
指
し

て
い
る
。

(
24
)
「大

阪
朝
日
新
聞
」
三
重
版
、
昭
和
九
年
十

月
六
日

「
和
具
島
に
療
養

所
-
移
転
は
以

て
の
外
…
」

(
25
)
「
伊
勢
新
聞
」
昭
和
九
年

十
月
六
日

(
26
)
前
掲

(
24
)
大
阪
府
が

言
明
し
た
事

か
ら
、

三
重

県
に
移
転
す

る
こ

と
は
絶
対

に
な

い
と
確
信

。
こ
れ
は
三
重
県
当
局
が

、
「先
手
を

打

っ

た
事

で
功
を
奏
し
た
も

の
」

だ
と
山
本

は
述
べ
て
い
る
。

(
27
)

邑
久
光
明

園
入
園
者
自
治
会

『
風
と
海

の
な
か
1
邑
久

光
明
園

入
園

者
八
十
年

の
歩
み
ー
』

昭
和

六
十

三
年

八
月
発
行
。
九
十

一
頁

(28
)
「
伊
勢
新
聞
」

昭
和
九
年

十
月
十
三
日

「
座
賀
島
還
せ
と
大
阪
府

へ
捻

ぢ
込
む
」
よ
り
。

(
29
)
大

阪
大
学
自

己
評
価
委
員
会

編

「
大
阪
大

学
白
書

・
1
9
9

3
」
平

成
五
年

三
月
大
阪
大
学

(庶
務
部

研
究
協
力

課
)
発
行

、
六
五
六
頁

に
て

「
合
宿

・
研
修
施
設
」
と
し

て
記
載
さ
れ

て
い
る
。

(30
)
邑
久
光
明
園
慰
安
会

『楓
』

三
巻

第
九
号
、
昭
和
十
三
年
九
月
発
行
、

国
澤
健

雄

「
既
往
を
回
顧
し

て
」

(
31
)
大
阪
府

「大
阪
府
会
議
録
」

昭
和

九
年

、
「
臨
時
大
阪
府
記
録

第

一

号
」

二
十
三
頁
よ
り
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(
32
)
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(
39

)
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(
44

)

(
45

)

(
46

)

(
47

)

「
医
事
公
論
」

昭
和
九
年

一
一
月

二
十
七
日

「
外
島
保
養
院
復

旧
費
査

定
」

よ
り

邑
久
光

明
園
慰
安

会

『
楓
』
三
巻
第
九
号
、
昭
和
十
三
年
九
月
発
行
。

「大
阪
朝

日
新

聞
」

岡
山
県
版
、
昭
和
十
年
三
月

二
十
七
日
。

大
阪

府
会
史
編

纂
委
員
会

編

『大

阪
府
会
史

』
第

四
編

上
巻
、

昭
和

三
十
二
年

三
月
三
十

一
日
に
記
載
さ
れ
た
も

の
を
纏
め

て
い
る
。

日
生
同
志
会

「
暁
」

第
二
三
号
、
昭
和
十
年

四
月

二

一
日

日
生
同
志
会

「
暁
」

第
二
六
号
、
昭
和
十
年

五
月

二
十
日

「
大
阪
朝

日
新
聞

」
昭
和
十
年

三
月

二
八
日

「
島
民

の
移
住
補

償
と
鴻

島

の
価
格
が
問
題
」

邑
久

光
明
園

入
園
者
自
治

会

『
風
と
海

の
な
か
ー
邑
久

光
明
園

者
八

十
年

の
歩
み
ー

』
昭
和
六
十
三
年
八
月
発
行
。

前

掲

(37
)

前
掲

(38
)

吉

形
士
郎

編

『
日
生
町
誌
』
昭
和
四
十
七
年
十

一
月
発
行
。

「
大
阪
毎

日
新

聞
」
岡
山
版
、

昭
和

十
年
四
月
十

四
日

「外
島

癩
療
養

所

移
転
反
対

の
火

の
手
が
あ
が

る
」

「
中
国
民
報
」

昭
和
十
年

四
月
十

四
日

「
父
祖
傳
来

の
地
を
護

れ

療

養

所
移
転
反
対
運
動
」

「
山
陽
新
報
」

昭
和
十
年

四
月

二
十
四
日

「
i
邑
久
-

癩
療

養
所
移

転
反
対
を
陳
情
」

「
大
阪
朝

日
新

聞
」
岡
山
版

、
昭
和
十
年
四
月

二
十

四
日

「
鴻
島

の
癩

療

養
所
に
片
上
町
が
反
対
」

日
生
同
志
会

「
暁
」
第

二
六
号
、
昭
和
十
年

五
月

二
十

日
発
行

(
48
)

(
49

)

(
50

)

(
51
)

『
農
協
ひ
な
せ
』
昭
和

五
十
九
年

十

↓
月

一
日

坪
本
健
志

(猛
)
氏

「ず

い
ひ

つ
ペ
ン
リ
レ
ー
」

の
記
事
よ
り

同
前
掲

(
48
)

よ
り
連
行

さ
れ
た
時

の
状

況
を
次

の
様

に
記
述
し

て

い
る
。

「
四
月
三
十

日
、
寒

い
春

の

一
夜
勾
留

さ
れ

「
誰
か

に
頼
ま

れ

て
や

っ
た

の
か
」
と
色

々
調

べ
ら
れ
た
が

(誰

に
も
頼
ま

れ
た
も

の

で
は
な

い
。

純
真
な

子
供
心

で
皆

な

で
相
談

し
て
や

っ
た
も

の
だ
)
。

(中

略
)
勝
手

口
か
ら
帰

っ
た
が
、
表
に
廻

っ
て
み
る
と
逃
げ
出

さ
な

い
よ
う

に
玄

関

の
戸
を
竹

で
突

っ
か
え
棒
を

し
て

い
る
の
が
眼

に
止

ま

っ
た
」

「
暁
」
第

二
三
号

に
掲

載
さ
れ
て

い
る
内
容
は
長
文
な

の
で
、
勝
手

な

が
ら
要

訳
す

る
。

賛
成

論
…

日
生
は
地

の
利
が
悪

い
の
で
、
工
場
誘
致

や
そ

の
他

の
方

面

に
努

力
し

て
も

思
わ

し
く
な

い
。
他

に
発
展

策
が

な

い
な

ら
ば

、

療

養
所

で
も

出
来

て
千
人
近
く

の
人
が
移
住

し

て
く

れ
ば
、
物
資

の

供

給
が
相
当

の
利
益

と
な

る
の
で
、

日
生

町

の
財
政

に
好
影
響
を

与

え
る
だ

ろ
う

反
対
論

A
…
長
年

の
間
に
浸

み
込

ん
で

い
る
伝
統

的
感
情
は
ど
う

す

る
事
も
出

来
な

い
。
外
島

附
近

の
住
民

は

「
相
当

の
立
退
料
を

出
し

合

っ
て
で
も
他

へ
移

転
し

て
貰

い
た

い
」
と
言

っ
て
る
で
は
な

い
か
。

大
阪

の
人
間
が
厭

が
る
と

言
う

の
で
は
な
く
、
何

れ
の
土
地

の
人
間

も
等

し
く
好
ま

な

い
も

の
を
、
持
ち
込

む

こ
と
は

、
日
生

の
将

来

の

発
展
を
阻
害
す

べ
き
も

の
で
あ
る
。

反
対
論

B
…
町
当
局

の
条
件
価
格

の
七
万
円
に
反
対
。

日
生
同
志
会

「
暁
」
第

二
五
号
、
昭
和
十
年
五
月
十
三
日
発
行
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(
52

)

(
53

)

　

56
)
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)
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(
60

)

(
61

)

(62

)

(63

)
6564
))

前

掲

(
42
)
昭
和
卜

年
十
月

の
国
勢
調
査

の
結

果
は
人

口
五
下
三
百

八
人

、
戸
数
千

.
一百
f

、
戸

で
あ

っ
た
事

か
ら
、

町
内

に
て
最
高

で

約

.
割

の
町
民
し
か
新
聞
購
読
を

し
て

い
な

い
事
と

な
る
。

前
掲

(
50
)

に
て
も
記

載
。

ま
た
著

者
が

坪
本
氏

と
面

談
し

た
際

、

「
「暁

」
は

口
生
町
民

の
大
半

は
読
ん

で

い
た
と
思

う
」
と

坪
本
氏

は

述

べ
ら
れ
た
。

前
掲

(
48
)

著
者
が
坪
本
氏
と
直
接
面
談

し
た
際

に
、

述
べ
ら
れ
た
事

で
あ
る
。

「中

国
民
報
」
昭
和
十
年

四
月
.
.卜

日

「鴻
島

へ
の
譲
渡
移
転

譲
渡

金
卜

五
萬
圓
…
」

日
生
町
編
纂
会

「暁

第

.
、三
号
」

昭
和

十
年

四
月
.
二

日

前
掲

(
56
)

「
大
阪
毎

日
新

聞
」
昭
和

九
年

一
二
月

一
九

日
、
「
大
阪
府

復
旧
復

興

予
算
」

「
大
阪

朝
日
新

聞
」
昭
和

十
年
三

月
二
十
七

日
、
「
外
島
療

養
所
-

岡

山

に
移
韓

か
」

「中

国
民
報
」

夕
刊
、

昭
和
十
年

四
月
五

日
、
「
未
だ
決

ま

つ
て
は
ゐ

な

い
」

「山

陽
新
報
」

昭
和
十
年

四
月

八
日
、
「
知
事

に
斡
旋
を

依
頼

局
面

打

開
に
進
む
」

「
大
阪
毎

日
新

聞
」
岡
山
版
、

昭
和

十
年

四
月
九

日

「移
韓
申

請
あ
れ

ば
内
務
省

も
許
可
」

「
山
陽
新
報
」
昭
和
十
年
四
月

二
十
五
日
、

「希
望
條
件
は
快
諾
」

「
中
国
民
報
」
昭
和
十
年

四
月

二
十
七

日
、

「療
養
所
移
韓
協
議
」

(
66
)

(
67

)

(
68

)

(
69

)

(
70

)

(
71

)

(
72

)

(
73
)

　

76
)

　 　

7574
))

 

(
77

)

「
山
陽
新
報

」
昭
和
十
年

四
月

二
ト

し
日
、
「
大
阪

外
島
癩
療
養

所
移

転
問
題

で
富
田
警
察
部
長
来
縣
」

「
大
阪
毎

日
新
聞
」

岡
山

版
、
昭
和
卜
年

四
月

ニ
レ

ヒ
日
、

罰鴻
島

移

韓

の
正
式
交
渉

に
来
る
」

「
大
阪
朝

日
新
聞
」
夕

刊
、
昭
和
卜
年

四
月

ニ
セ
七

日
、

呵鴻
島

の
譲

渡

に
十
八
萬
圓
を
要
求
」

「
中
国

民
報
」
夕
刊

、
昭
和
1.
年

四
月
二
卜
五

日
、
「
長
島
療
養

所

へ

移
韓

大
島
か
ら
脱
退
」

川
大
阪
毎

日
新
聞
」

岡
山
版
、
昭
和

レ
年

四
月

.

.卜

五
日
、

「
用
地

の

買
収

や
漁
業
権

の
補
償
」

「
大
阪
毎

日
新
聞
」

岡
山
版
、
昭
和

圭
年
四
月

、
一十

六
日
、

「
十
五
萬

圓
は
高

い
」

「
中
国

民
報
」
昭
和

卜
年
四
月

.
、十

六
日
、

「時
事

解
説

癩
療

養
所

移
韓
速
か

に
解
決
を
圖
れ
」

日
生
同
志
会

「
暁
」
第

二
六
号
、
昭
和
十
年

五
月
二
十

日
発
行
。

(

)

は
著
者

が
補

っ
た
。

前
掲

(
68
)

前
掲

(
73
)

「
大
阪
朝

日
新

聞
」

昭
和
十
年

六
月

八
日

「
外

島
療
養

所

の
移

転
先

買

収
に
難

関
」

こ
の
記
事

内

に
て
、

日
生
町
は

二
十

一
万

三
百
十
七

円

を
要
求

し
た
と
記
載

さ
れ

て
い
た

が
、

こ
の
三
百
十
七
円

は
確
証

が
無

い
為

、
今
ま

で
の
十

八
万

±

二
万

の
二
十

一
万
と
し
た
。

「
山
陽
新
報
」

昭
和
十
年

六
月
十

四
日

「
行
悩
の
鴻
島
問
題

正
式

に

交
渉
」
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(
78

)
80

　

79

 

(
81
)

(
82
)

「
山
陽
新

報
」
昭
和
十
年

六
月

二
十
六
日

「
大
阪
外

島
療
養
所

鴻
島

移
韓
不
調
」

ハ
ン
セ

ン
病
患
者

へ
の
慰
問
団
体

の
呼
称
。

大

阪
社
会
事

業
連

盟

『
社
会
事

業
研
究

』
二
十

三
巻
第
七

号
、
昭
和

十
年
発
行
、
百
三
十

五
頁

「大
阪
社
会
事
業

ニ
ュ
ー
ス
」

国
立
療
養

所
邑
久

光
明
園

「創

立

8
0
周
年
記

念
誌
」

昭
和
六
十

三

年
発

行
内

「
昭
和
十
年

七
月
十

一
日

新

聞
名

不
明

・
移

韓
敷
地
を

視
察

に
長
島

へ

・
植

田
大
阪
府
衛
生
主
事
」

よ
り

同
前
掲

(
81
)
、
三
百

五
十

三

～
四
頁

「
(前
略

)
前
記
鴻

島

ノ
買
収

ハ
絶

望

二
陥

リ
タ

ル
以

上
更

二
他

ノ
地

ヲ
物
色

詮
索

ス
ル

ハ
徒

二
時

日

ヲ
遷
延

セ
シ

ム
ル
ノ
ミ

ニ
シ
テ
救
癩

上
宴

二
忍
ブ

ベ
カ
ラ
ザ

ル
儀

二
有
之
候

。

(中
略
)
約

十
八
萬
坪

ヲ
ト

シ
外
島

保
養
院
建
設
敷

地
ト

為

シ
復
奮
経

費

ヲ
樹

立
シ
以

テ
急
速
建

設

二
着
手

シ
病
舎

其

ノ
他
付

属
建

物

ノ

一
部
竣
成

ヲ
侯

ツ
テ
現

二
各

療
養
所

二
委
託

シ
タ

ル
患

者

ヲ

一
刻

モ
速

二
引
取

リ
収
容

ス

ル
コ
ト

ヲ
以

テ
最
後

ノ
希

望
ト
為

シ

居
候

。
而

シ
テ
該
地
域

内

ニ
ハ
民
有
地

及
住
家

ア

ル

ニ
依

リ
相
當

ノ

償
格

ヲ
以

テ
之

ヲ
買

収

シ
又

農
林
省
所

管
國
有

山
林

二
就

テ

ハ
梯
下

ヲ
受

ク

ヘ
ク
目

下
所

轄
大
阪
営

林
局

ト
交
渉
中

二
有
之

候
。
付

テ

ハ

貴

園
御
所
有

二
係

ル
藪
池

及
木
尾

ノ
地

ヲ
同

一
目
的

ノ
為
使
用

ス
ル

理
由

ヲ
以

テ
無
償
使

用
方
御

承
認
相
受

ケ
度
當

該
地
域

二
外
島

保
養

院
移

韓

ノ
儀

二
關

シ
テ

ハ
目
下
内
務
大

臣

二
封
シ
認

可
申
請
中

二
有

之

候

二
付
御

認
可

ノ
上

ハ
貴

園
御
使

用

ノ
上
水

ヲ
分
與

供
給
相
受

ケ

度

尤

モ
之

二
伴

フ
施

設

二
要

ス
ル
経

費

二
就

テ

ハ
當

方

二
於

テ
之

ヲ

負
憺

ス
ル

ハ
勿
論

其

ノ
他

ノ
施
設

二
要

ス
ル
経
費

二
就

テ
モ
充
分
考

(83
)

(
84
)

(
85

)

慮
可
致
候
問
」

「中

国
民
報
」

昭
和
十
年
七
月
十

八
日

「行
詰

り
の
外
島
療
養

所

長

島

へ
合
併
す
る
」

前

掲

(
81
)
三
五

四
頁
、
「
(前
略

)
大
阪
府
知
事

ヨ
リ
別
紙
爲

之
通

申
出
有

之
候
虚
事

情
已

ム

ヲ
得
ザ

ル
モ
ノ
ト
被
存

候

二
付
左

記
條
件

ノ
下

二
願
意
承

認
可
然

モ
ノ
ト
存
候

へ
共
何
分

ノ
御
指
令
相

仰
度
及

山票
請
候
也
」

邑
久
光

明
園
慰
安
会

『
楓

第

三
四
九
号
』

昭
和
四
十

五
年

二
月
号

内

「座
談
会

・
外
島
を
語

る
会

(
二
)
」

[付
記
]

最
後

に
、
本
稿
を
な
す

に
あ
た
り
、
資
料
協
力
を
し

て
く
だ
さ

い
ま

し
た

日
生

町
加

子
浦
歴
史
文
化
館

ス
タ

ッ
フ
、
そ

の
他
多
数

の
機
関

の
方

々
に
お

礼
申

し
上
げ
ま
す

。

特

に
坪
本
健
志
氏

に
は
、
名
前

の
公
表
、
且

つ
直
接
応
答

し
て
頂
け
ま

し

た
事
を
心

か
ら
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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